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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　1993 年に発足した新生カンボディア王国は、過去 20年間の内戦における多大な人材の損失、

経済基盤崩壊という「負債」を負いつつ、市場経済への移行期の中で国家復興の努力を重ねてき

た。同国では特に知識階級の人的損失が著しく、国家再建の礎となる教育の現場で教員の質的・

量的改善を図ることが国の緊急課題になっている。

　こうした状況からカンボディア政府は、同国の中学・高校の理数科教育機能を拡充するため、

中等理数科教員の養成・訓練を充実したいとして、我が国にプロジェクト方式技術協力を求めて

きた。

　これを受けて国際協力事業団は、先に基礎調査団により協力の必要性を確認したが、今般は

1999 年（平成 11 年）３月 28 日から４月９日まで、名古屋大学教授 若林満氏を団長とする事前

調査団を現地に派遣した。同調査団は、プロジェクトがカンボディアのニーズに則した妥当な計

画であることを確認のうえ、同国高等師範学校で３年間にわたって「中等理数科教員養成・訓練

計画」の技術協力を行うことに合意し、協力基本計画の骨子等を取りまとめたミニッツに、署名

を取り交わした。

　同調査団によれば、本プロジェクトにより我が国は、国際的な援助活動に先駆けてカンボディ

アにおける理数科教育のリーディングドナー役を果たすことが期待される。

　本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたもので、今後のプロジェクトの展開に

広く活用されることを願うものである。ここに、調査団の各位をはじめ、調査にご協力いただい

た外務省、文部省、在カンボディア日本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表する

とともに、今後とも一層のご支援をお願いする次第である。

　平成 11 年５月
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第１章　事前調査団の派遣第１章　事前調査団の派遣第１章　事前調査団の派遣第１章　事前調査団の派遣第１章　事前調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　1993 年９月に発足した新生カンボディア王国政府は、過去 20年間の内戦による多大な人材損

失、経済基盤の崩壊の「負債」を背負い、市場経済への移行期の中で国家復興をめざして努力を

重ねている。

　特に、内戦による知識階級層の人的損失は著しく、国家再建の重要な礎となる教育の現場にお

ける教員の質的、量的改善は国家的な緊急課題となっている。このため、1994年に教育改革の一

環として教員の資格要件についても改定を行い、それまで王立プノンペン大学の教員養成学部を

卒業することで得られていた高校教員免許については、同大学卒業後さらに１年、高等師範学校

で教員過程の履修を義務づけ、より質の高い教員の養成をめざしている。これにより、それまで

小学校視学官及び中学・高校の技術視学官の養成、小・中・高の校長の現職教育等を担っていた

高等師範学校に新たに高校教員養成（Pre-service Training）の機能が付加された。さらに同

校については、高校教員の現職研修（In-service Training）機能等を付加することも検討され

ている。しかしながら、現実的には高等師範学校の教育実施体制及び教育実施内容は十分なもの

でなく、系統だった教員育成が実施されてはいない状況である。特に、理数科教育に関しては、

旧共産圏の影響を受けた理論重視の座学中心授業から、生徒が科学的な思考方法を身につけるた

めの実験実習を通した実践的な授業への改善が必要となっている。

　当事業団は、1994年のプロジェクト形成調査によりカンボディアの教育分野における現状と課

題を調査し、1995 年から 1998 年まで教育・青年・スポーツ省に個別専門家を派遣して教育分野

での案件形成を行ってきた。

　このような背景から、カンボディア政府は、同国の復興、開発の最大の隘路となっている人材

不足を解消するための教育の改善に資するべく、高等師範学校の従来の理数科教育機能を特に拡

充し、国立理数科教育センターを同校敷地内に設立したうえで、中等理数科教育に係る人材を広

く養成することを目的とした技術協力を我が国に要請してきた。これを受け、1998年3月に基礎

調査団が派遣され、当該分野における協力の必要性が確認されたが、一方で、実施機関となる教

育・青年・スポーツ省、高等師範学校の当事者能力の低さが指摘されている。

　この調査結果を受け、今般、以下の項目につき調査・協議を行い、プロジェクトの実施体制、

プロジェクトの基本計画についてカンボディア側と協議・合意するため、事前調査団が派遣され

た。

(1)総括的事項

1)　要請背景の再確認



－ 2 －

2)　国家開発計画等における位置づけの確認

3)　理数科教育分野、教員養成分野の現状の確認

(2)プロジェクトの適正規模、内容の判断に必要な情報

1)　要請におけるプロジェクトの目標、成果、活動の確認、吟味

2)　実施機関の組織、活動内容、将来計画の確認

3)　予算措置と人員配置状況の確認

4)　施設、設備の整備状況と計画の確認

5)　国立理数科教育センター設立に係るフィージビリティー

　（予算措置、人員配置計画等の確認）

6)　関連機関との関係（王立プノンペン大学等）の確認

(3)当該分野における他の援助機関の協力概要及び関連

(4)協力内容

1)　プロジェクトコンセプトの確認

2)　プロジェクト実施体制の確認

3)　日本側協力計画の検討　

１－２　調査団の構成　

(1)　総括 若林　満 名古屋大学　教授

(2)　教育計画 横関　祐見子 ＪＩＣＡ　国際協力専門員

(3)　教育行政 大塚　豊 名古屋大学　教授

(4)　中等理科教育 金森　正臣 愛知教育大学　教授

(5)　中等数学教育 小谷　健司 愛知教育大学　助教授

(6)　協力企画 梅宮 直樹 ＪＩＣＡ社会開発協力部社会開発協力第一課　職員

１－３　調査日程

　1999 年（平成 11 年）３月 28 日（日）～４月９日（金）（13 日間）

日順 月日 時間 移動及び業務 

1 3月28日  横関、梅宮両団員移動（成田→ﾊﾞﾝｺｸ、ＪＬ-717）、ﾊﾞﾝｺｸ泊 

 （日）  若林団長、大塚、金森、小谷各団員移動（名古屋→ﾊﾞﾝｺｸ、ＪＬ-645）、ﾊﾞﾝｺｸ泊 

2 3月29日  移動（バンコク8:35発→プノンペン9:50着、ＴＧ-696） 

 （月） 14:00 ＪＩＣＡ事務所打合せ 

  15:00 大使館表敬 

3 3月30日 10:00 外務国際協力省表敬 

 （火） 14:30 カンボディア開発評議会表敬 

  15:00 Prea Sisovath 高校訪問 

  16:00 Chaktomuk 中学校訪問 
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１－４　主要面談者

　［カンボディア側］

(1) Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation（外務国際協力省)

Mr. Sereythonh Chief of Section, in Charge of the North-Asia Affairs,

Asia-Pacific Department

(2) Council for Development of Cambodia（カンボディア開発評議会）

Ms. Heng Sakun Deputy Director, Bilateral Aid Coordination Dept.,

Japan-Asia Pacific-America

Mr. Im Sour Management, Bilateral Aid Coordination Dept.,

Japan-Asia Pacific-America

日順 月日 時間 移動及び業務

4 3月31日 9:00 高等師範学校（ＦＯＰ）訪問・協議

（水） 14:30 教育・青年・スポーツ省（ＭＯＥＹＳ）訪問・協議

5 4月1日 9:00 ＭＯＥＹＳ大臣表敬

（木） 10:00 ＭＯＥＹＳ、ＦＯＰとの協議

14:30 王立プノンペン大学（ＲＵＰＰ）訪問・協議

6 4月2日 8:00 ＰＡＳＥＣ（ＥＵProject）訪問・協議

（金） 10:30 ＵＮＥＳＣＯ訪問・協議（若林団長、小谷、梅宮両団員）、ＤfIＤ訪問・協議（横関、金森、大塚各団員）

15:00 ＤＧＣＩＤ専門家（教育･青年･スポーツ省ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）との協議

16:00 ＡＤＢ訪問・協議（若林団長）、ＭＯＥＹＳ、ＦＯＰとの協議

7 4月3日 9:00 Tuol Ampil 中学校訪問

（土） 10:00 Samaki 中学校・高校（リセ）訪問

PM 資料整理・ミニッツ案の作成

8 4月4日 終 資料整理・ミニッツ案の作成

（日） 日 資料整理・ミニッツ案の作成

9 4月5日 AM 資料整理・ミニッツ案の作成

（月） 14:30 ＵＮＤＰ訪問・協議（若林団長、小谷、梅宮両団員）、World Bank 訪問・協議（横関、金森、大塚各団員）

18:00 本邦ＮＧＯとの会食

10 4月6日 8:00 ＡusＡＩＤ訪問・協議

（火） 10:00 ＭＯＥＹＳ、ＦＯＰとのミニッツに係る協議

14:30 ＦＯＰサイト視察及び協議 大塚団員帰国

11 4月7日 AM 報告書作成 （→ﾊﾞﾝｺｸ→名古屋）

（水） 14:00 ＪＩＣＡ事務所への報告

15:00  大使館への報告

16:00 ミニッツ署名・交換

18:30 調査団主催懇親会

12 4月8日 AM 報告書作成

（木） 16:45 移動（プノンペン16:45発→ﾊﾞﾝｺｸ17:50着、ＴＧ699）、ﾊﾞﾝｺｸ泊

13 4月9日 若林団長、金森、小谷両団員移動（ﾊﾞﾝｺｸ→名古屋、ＪＬ738）

（金） 横関、梅宮両団員移動（ﾊﾞﾝｺｸ→成田、ＪＬ708）
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(3) Ministry of Education, Youth and Sport（教育・青年・スポーツ省）

H.E. Tol Lah Minister

H.E. Pok Than Secretary of State

H.E.Im Sethy Secretary of State

Mr. Nou Muth Under Secretary of State

Dr. Nath Bunroeun Director of Teacher Training Department

Mr. Leang Nguonly Director of Secondary Education Department

Mr. Duy Peng Director of Department of Planning

Mr. Seng Kan Manager, Program Management & Monitoring office

(4) Faculty of Pedagogy (高等師範学校)

Dr. Thor Sor Dean

(5) Royal University of Phnom Penh

Var Sim Samreth Rector

Dr. Neth Barom Vice-Rector

(6)　UNESCO

Dr. Supote　Prasertsri Education Program Officer

Mr. Teruo Jinnai Culture Program Officer

Mr. Hor. Rachna Assistant, Standing Secretariat

(7) World Bank

Mr. Vin Mcnamara Chief Technical Advisor

Mr. Ou Eng Director of PPU

（8) AusAID

Dr. Geoffrey Coyne Team Leader

Mr. Victor Keo Advisor

（9) UNDP

Ms. Kaarina Immonen Assistant Representitive

(10) ADB

　 Mr. Someth Suos Resident Representative

(11) DfID

　 Mr. George Taylor

(12) EU

　 Mr. Loic Le Bourhis Director of Programme

　 Mr. Beatrice Montariol Assistant　
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(13) Lycee Preah Sisowath（プレシソワス中学・高校）

Mr. Seng Lime President

(14) その他

Mr. Roaud Celette フランス大使館付教育省アドバイザー

　［日本側］

(1)　在カンボディア日本大使館

齋藤　正樹 特命全権大使

山本　啓司 公使

(2)　ＪＩＣＡカンボディア事務所

　 松田　教男 所長

　 寺本　匡俊 所員

(3)　個別派遣専門家

清水　和樹 Ministry of Education, Youth and Sport (Advisor)

梅崎　路子 Council for Development of Cambodia（Aid

Coordination & Management）
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第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約

　本・カンボディア中等理数科教員養成・訓練計画事前調査団は、カンボディア政府関係機関と

同国高等師範学校をサイトとするプロジェクト方式技術協力について協議及び調査を行い、合意

事項をミニッツに取りまとめて署名を取り交わした。調査の要旨は以下のとおりである。

(1) 総括と協力の必要性・妥当性

　今回の調査で、カンボディア側は中等理数科の知識に裏打ちされた実務的・専門的能力を

もつ人材の育成を強く希望していること、そのために中等理数科教育推進の中核となる組織

と人材を必要としており、さしあたっては中等理数科教育のための教材・カリキュラム開

発、指導書の充実、教員養成・訓練を求めていることが確認された。

　この結果、まず高等師範学校の中等理数科にかかわる機能の拡充が優先目標であることが

確認された。一方、要請にあった理数科教育センターの設立については、その組織や機能、

人材の配置、財政措置についてカンボディア側に明確な計画がなく、実施機関となる高等師

範学校の当事者能力も低いことから、当面はプロジェクトの目標とはなりにくいことが明ら

かになった。そこで双方は、高等師範学校の理数科教育の能力強化を目的とした３年間の協

力を行い、それと並行してセンター設立計画も含めた理数科教員養成の将来構想について、

プランづくりを進めることで合意した。

　本技術協力による理数科教員養成・訓練計画は、上記のとおり理数科教員の訓練と理数科

教育全体の条件整備計画の両者を含むものであり、カンボディア政府の人材育成に関する計

画を支援するうえで、妥当であるといえる。

(2) 教育分野の開発計画の現状とプロジェクトの位置づけ

　カンボディア教育・文化・スポーツ省は 1996 年から 2000 年までの基本的政策目標とし

て、①９年制義務教育の完全普及と機能的識字のための機会拡大、②効果的な改革による教

育の質の近代化、③教育・訓練と労働市場及び社会との連携強化、④青年・スポーツ活動の

充実、の４点を掲げている。目下の教育分野の最重要課題は基礎教育の充実と捉えられ、本

支援プロジェクトが想定する中等教員の資質・能力の向上は当面の開発計画の射程には入っ

ていない。しかし、カンボディアの場合、教育予算のほぼすべてが人件費に充てられ、資本

的支出や教育活動費・管理費等はもっぱら国際的な援助に依存している現実があり、ドナー

からの経費投入の有無がそのまま教育開発計画における重点設定を左右する力学がある。ま

た、近い将来、初等教育の基本的普及に伴い、教育開発目標の重点は必然的に上方に向けて

修正される。他方、ポル・ポト政権下の教員の粛清・虐殺で生じた空白を埋めるために、多
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くの者が十分な教育・訓練を受けないまま教壇に立ち、さらにその後は、中学、高校教員の

不足を補うために、小学校教員、中学教員がそれぞれ上級学校に回されたことにより、中等

教員の質の低さは現在でも深刻な問題となっている。中等教員、なかんずく理数科教員陣充

実の必要性は、『中等理数科教育調査報告書』『理数科教育への投資に関するマスタープラ

ン』（以上、1996 年刊）『カンボディア理数科教育の基本ライン研究』（1998 年 10 月）の中

で、繰り返し強調されている。したがって、数年後にいっそう顕在化が予想される中等理数

科教員の質的向上に対する需要を先取りし、これへの対応措置を講じることは重要な戦略的

意義をもつ。

(3) 教員養成分野の現状と問題点

　高等師範学校では大学卒業生を対象とした１年間の高校教員養成課程を実施している。同

課程を修了した学生が高校教員や小中学校教員養成校（ＲＴＴＣ、ＰＴＴＣ）教官となるこ

とを考えると、高等師範学校はカンボディアの教員教育の頂点に立つ機関であると見ること

ができる。このため、当プロジェクトには、その役割の重要さに見合うだけのキャパシティ

を構築していくという課題がある。

　カンボジアの教員養成の問題点は以下のようにまとめられる。

a. 教員養成に係る政策：明確な政策の欠如が最大の問題である。現行の教員養成制度は

必ずしも合理的ではなく、教員の需要と教員養成課程への入学者数の関係も不明であ

る。多くの教員養成・現職教員研修にかかわる活動は援助機関主導となっており、オー

ナーシップの問題も大きい。

b. カリキュラムや教科書・教材：高校教育課程のカリキュラムや教科書は、まだ整備さ

れていない。また教員養成課程の教育内容にも問題が多い。

c. 教員養成に携わる人材：高等師範学校教官の採用は教育・青年・スポーツ省によって

行われており、必ずしも教員教育に優れた者が選ばれているわけではない。大部分が元

高校教員であり、知識経験ともに学生とあまり変わらないことの問題も指摘されてい

る。

d. 現職教員研修：現職教員研修の制度が整っておらず、教員養成と現職教員研修の関係

についても明確な定義がない。現職教員は新しい知識や教授法について学ぶ機会が皆無

に等しいといえる。

(4) 理科教育分野の現状と問題点

　カンボディアの高等教育機関における理科教育は、その施設・人材等の観点から、知識伝

達を中心としている。したがって、科学の本質である「自然界における法則性の発見とその
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因果関係の解明」にはほど遠く、科学的合理性の伝達、科学的思考の教育は行われていな

い。これらの改善のためには、科学的思考過程を育てることができる実験を取り入れた教育

を行う必要がある。

　今後の理数科教員養成には、以下の問題点を考慮する必要があろう。

a. 高等師範学校の置かれている環境

ア．大学までの教育でほとんど実験が行われていない可能性があり、実験器具の扱いな

ど、初歩段階から教育しなければならない。

イ．実験室、上水道、電気等の設備もなく、新しい建物の建設が必要である。

ウ．予算措置の状況から、高価な先端的実験よりも、科学的思考を養成するための身近

な材料を使った実験を中心に教育を進める必要がある。

エ．教員が赴任した高校で十分活用できる内容を中心に教育する必要がある。

オ．高等師範学校には、図書もなく、参考資料が乏しい。したがって、理数科関係の資

料や図書を整備し、自学自習できる環境を整える必要がある。

カ．高等師範学校の教官の質は低く、その背景も大学の学部における学習と高校での教

師経験程度である。教官の質を高める必要がある。

b. 高校の置かれている環境

ア．高校は、１学級60人程度の人数で構成されており、実験室も存在しない。したがっ

て、教師の演示実験（知識の内容を理解させるために、生徒の目の前で行う実験）を

中心にすることを考慮しなければならない。

イ．多くの高等学校には上水道、電気等の設備がない。したがって、これらの設備のな

い中で展開できる実験を考慮しなければならない。

(5) 数学教育分野の現状と問題点

　カンボディアではまだ高校用教科書が作成されておらず、高校教員が市販の図書を元に

ノートを作成し、教えているのが現状である。中学校教科書、市販の図書及び高校教員の

ノートを見た限りでは、教えられている数学は極めて抽象的で具体性に乏しく、公式暗記的

で論理性が乏しい。数学は身近な事象と密接に関連しつつ、公式や定理を論理的に導き出す

ものであることを認識させる教育に改善することが望まれる。

(6)　他の援助機関との関係

　カンボディアで教育協力を行っている援助機関は多い。高等師範学校での活動及び中等理

数科教育に関係する援助機関と援助内容は次のとおりである。

　ａ．英国国際開発省（ＤｆＩＤ）：ＦＯＰでの英語教育（ＣＡＭＳＥＴⅡプロジェクト）
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　ｂ．フランス政府（ＤＧＣＩＤ）：ＦＯＰでのフランス語教育

ｃ．欧州連合（ＥＵ）：小学校教員養成及び現職教員研修、中学校実践的教育（ＰＡＳＥ

Ｃ）

　ｄ．オーストラリア（ＡｕｓＡＩＤ）：中等教育開発戦略を作成予定

　ｅ．アジア開発銀行（ＡＤＢ）：中等教育開発戦略を作成予定

　ｆ．国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）：教科書開発

　これら援助機関とは、今後の調査でも情報・意見交換を続けることが望ましい。また現在

教育・青年・スポーツ省に派遣中の個別専門家による教育援助機関の月例連絡会議（ＥＤＵ

ＣＡＭ）等への参加により、必要に応じて日本の協力について情報提供するとともに、他の

援助機関の情報収集をすることができる。 プロジェクトの準備段階から、このような会議へ

積極的に参加・貢献することにより、日本のプレゼンスを高めていくことが大切である。理

数科教育センター設立構想は、カンボディア側のオーナーシップを尊重しつつ、他の援助機

関の意見も参考にしながら進めることが大切であり、このような機会を通じて日本がカンボ

ディア理数科教育へのリーディングドナー役を果たすことが望まれる。

(7) 施設建設

　プロジェクト活動を実施するために、プロジェクト基盤整備費で小規模の施設を建設する

ことが望まれる。

（8) 今後の取り組み方

　カンボディア側から提出される計画を踏まえ、さらに詳細にカンボディア側と協議を行う

ため、実施協議調査団を派遣する前に短期調査の実施が望まれる。

　また、長期・短期専門家の選定と支援、研修受入れ等を効率よく進めるため、国内に複数

の大学・研究所等の協力機関による幅広い支援体制を確立することが望まれる。
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第３章　プロジェクト実施のための合意事項第３章　プロジェクト実施のための合意事項第３章　プロジェクト実施のための合意事項第３章　プロジェクト実施のための合意事項第３章　プロジェクト実施のための合意事項

　調査団はカンボディア側関係機関との協議を通して、以下の事項について合意した。

(1) プロジェクト協力の基本計画

1)　名称

　要請書の名称であった Secondary Teacher Training Project in Science and

Mathematics を Secondary School Teacher Training Project in Science and

Mathematics と改めることで合意した。

2)　協力の方針及び内容について

　カンボディア側からの要請については、1996年提出の本要請書では、高等師範学校を実

施機関とし、その資質・能力向上（Capacity building）をプロジェクトの目標にしてい

たが、その後 1997 年に提出された追加要請書により、国立理数科教育センター（以下、

理数科センター）を設立し、その Capacity building を目標とする内容に変更された。

　今回の調査を通して、要請通りカンボディア側が同センター設立の意思をもっているこ

とは確認されたものの、センターの位置づけ、センターの設立に係る人員の配置計画、予

算措置計画、活動内容等についての具体的かつ明確な計画は全くないこと、また、現時点

での教育・青年・スポーツ省及び実施機関となる高等師範学校の人員、予算等の観点から

見た当事者能力は極めて低く、新しい組織をつくり運営管理する能力は甚だ乏しいと判断

されたことから、すぐにセンターを設立し、これに対する協力を行うことはしないことに

つき先方の了解を得、以下のフレームワークでの協力につき、カンボディア側と合意し

た。

　なお、本件プロジェクト終了後の継続的な協力実施の可能性については、プロジェクト

終了時にその必要性、妥当性を検討し、それらが認められた場合には継続協力の可能性が

ある旨をカンボディア側に伝えた。

3)　プロジェクト目標

　高等師範学校の中等理数科教育に係る機能を拡充し、能力を向上させるとともに、中等

理数科教育にかかわる人材を広く養成する中心的な組織を新たに設立する構想も考慮に入

れた中等理数科教員養成・訓練の改善に係る計画を策定し、同計画を実行する準備が整備

される。

4)　成果

a）中等理数科教員養成・訓練の改善に係る将来計画が策定され、同計画を実行する準備が

整備される。
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b）高等師範学校の中等理数科教育に係る各種養成・研修コースの質が向上する。

c）理数科教育に係る啓蒙活動が活発化する。

5)　活動

a）中等理数科教員養成・訓練の改善に係る検討委員会を組織・運営する。（＊注１)　

b）1996 年に実施された Science and Mathematics Education Secondary School

Survey の調査内容をアップデート、補足するための各種実態調査を実施する。

c）理数科教員養成・訓練の問題点について検討する。

d）理数科教員養成・訓練の改善に係る計画を策定し、同計画を実行する準備が整備され

る。

e）プロジェクト活動のための各種作業部会（カリキュラム開発作業部会、等）を組織、運

営する。

f）養成コースの現有カリキュラムの修正及び現職訓練コースのカリキュラムの開発を行

う。

g）養成コースの現有シラバスの修正及び現職訓練コースのシラバスの開発を行う。

h）教育教材及び教育要領を開発する。

i）各種養成・研修コースを実施する。

j）各種養成・研修コースの評価・モニタリングを行う。

k）現場の教員、生徒を対象にしたセミナー、ワークショップ、展覧会を開催する。

l）ニュースレター、ジャーナルを発行する。

（注１)　同委員会は将来的にセンターを運営管理する人材を考慮に入れつつ、カンボ

ディアの理数科教育を担う人材を広く教育省関係局、王立プノンペン大学、高等師

範学校、地方教員養成校等から集めて構成することで合意した。

6)　協力の範囲

　プロジェクトの対象とする養成・訓練コースは高等師範学校が現在有する中等理数科教

育に係る以下の３つのコースとすることで合意した。なお、要請では、高等師範学校に新

たに高校教員の In-service training（現職研修）の機能を付加し、これについてもプ

ロジェクトの対象とすることがうたわれていた。しかしながら、現時点では高校のカリ

キュラム・シラバス・教科書がまだ作成されておらず、今年から３年間をかけて作成する

ことが予定されており、教科書が作成されてから実施する方が効果的であるとの判断から

今回の協力の対象からははずすこととした。

　今回の協力の対象はこれら３つのコースに焦点を当てて高等師範学校の理数科教育に係

る能力を向上し、これらが質的に充実した後に高等師範学校に高校教員の現職研修等の機

能を付加し、機能のさらなる拡充をめざすこととする。
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a) 高校教員の Pre-service training （養成コース）

b) 中学校・高校の視学官の In-service training （現職研修コース）

c) 地方教員養成校の教官の In-service training （現職研修コース）

7)　協力期間

　協力期間については、３年間とすることで合意した。

8)　プロジェクトサイト

　高等師範学校とすることで合意した。しかしながら、高等師範学校の施設規模は非常に

限られており、「第２章要約」の（７）で述べたとおり、プロジェクト活動を実施するため

にプロジェクト基盤整備費で小規模の施設を建設することが望まれる。同施設完成までの

間については、現存施設の教室１部屋をプロジェクトオフィスとして提供すること、及び

プロジェクト活動に必要なスペースについても必要に応じて準備することがカンボディア

側により約束された。施設完成までは、計画作り、カリキュラム、シラバス開発等の活

動が中心となることが想定され、プロジェクト基盤整備費により施設が完成した後に（お

そらく２年目から）開発されたカリキュラム、シラバス等を使ったコースを実施すること

が想定される。

(2) 日本側の取るべき措置

　日本側の取るべき措置として以下のものについて合意した。

1)　専門家の派遣

a）長期専門家

チーフアドバイザー（理科もしくは数学教育兼務）

業務調整員

理科もしくは数学教育の専門家

b）短期専門家　　

必要に応じて。

2)　必要な機材の供与

3)　カウンターパートの本邦での研修

(3) カンボディア側の取るべき措置

　カンボディア側の取るべき措置として以下のものについて合意した。

1)　コロンボプランのもとでカンボディアで働く第三国専門家に認められるものと同等の特

権、免除等を日本人専門家及びその家族にも認める。

2)　カウンターパート及び運営のための人材のサービス、日本人専門家及びプロジェクトの
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活動に必要なオフィススペース、土地及び施設設備、日本からの供与機材以外に必要とな

る機材等の供与を行う。

3)　供与機材の設置、維持管理費及びカンボディア国内での運搬にかかる費用、カンボディ

ア国内で機材にかかる税、プロジェクト活動に必要なランニングコストの支出を行う。

(4) プロジェクト実施体制

　プロジェクトの実施体制について以下のとおり合意した。

1)　プロジェクトの運営に係る最高意思決定組織として、日本・カンボディア双方の以下の

メンバーから合同運営委員会を組織する。

a)　カンボディア側

　教育・青年・スポーツ省関係局（教員養成局、普通中等教育局、教育学研究局、計画

局及び経理局）、カンボディア開発評議会、王立プノンペン大学及び高等師範学校の代表

b)　日本側

　日本人専門家チーム及びＪＩＣＡカンボディア事務所の代表

2)　教育・青年・スポーツ省次官を合同調整委員会の議長とし、また、同次官はプロジェク

トダイレクターとしてプロジェクトの運営・実施に係る総責任をもつ。

3)　教育・青年・スポーツ省教員養成局長はプロジェクトマネージャーとしてプロジェクト

の運営管理に係る責任をもつ。

4)　高等師範学校の校長は副プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトマネージャーを

支援する。

(5) プロジェクト開始に先立ってカンボディア側が取るべき措置

　プロジェクト開始に先立ってカンボディア側が取るべき措置について、以下の計画案を準

備し、1999年８月末までにＪＩＣＡカンボディア事務所を通して日本側に示すことにつきカ

ンボディア側の了解を得た。

1)　暫定実施計画案として、プロジェクト活動に係る３年間の詳細計画

2)　専門家及びプロジェクト活動に必要なオフィス、施設、土地に係る計画

3)　以下の項目を含む理数科センター設立に係る可能な限り具体的な計画

a) 組織

b) 人員配置（人数及び人材リソース）

c) 予算措置（額及びリソース）

d) 期待される機能及び活動、機能及び活動の観点から見た高等師範学校との関係

e) センターの位置づけ
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第４章　要請の背景及び内容第４章　要請の背景及び内容第４章　要請の背景及び内容第４章　要請の背景及び内容第４章　要請の背景及び内容

　1993 年９月に発足した新生カンボディア王国政府は、過去 20年間の内戦による多大な人材損

失、経済基盤の崩壊の「負債」を背負い、市場経済への移行期の中で国家復興をめざして努力を

重ねている。

　特に、内戦による知識階級層の人的損失は著しく、国家の再建の重要な礎となる教育の現場に

おいての教員の質的、量的改善は国家的な緊急課題となっている。このため、1994年に教育改革

の一環として教員の資格要件についても改定を行い、それまで王立プノンペン大学の教員養成学

部を卒業することで得られていた高校教員免許については、同大学卒業後さらに１年、高等師範

学校で教員課程の履修を義務づけ、より質の高い教員の養成をめざしている。これにより、それ

まで小学校視学官及び中学・高校の技術視学官の養成、小・中・高の校長の現職教育等を担って

いた高等師範学校に新たに高校教員養成（Pre-service Training）の機能が付加された。さら

に同校については、高校教員の現職研修（In-service Training）機能等を付加することも検討

されている。しかしながら、現実的には高等師範学校の教育実施体制及び教育実施内容は貧弱の

限りであり、系統だった教員育成が実施されてはいない状況である。特に、理数科教育に関して

は、旧共産圏の影響を受けた理論重視の座学中心授業から、生徒が科学的な思考方法を身につけ

るための実験実習を通した実践的な授業への改善が必要となっている。

　当事業団は、1994年のプロジェクト形成調査によりカンボディアの教育分野における現状と課

題を調査し、1995 年から 1998 年まで教育・青年・スポーツ省に個別専門家を派遣して教育分野

での案件形成を行ってきた。

　このような背景から、カンボディア政府は、同国の復興、開発の最大の隘路となっている人材

不足を解消するための教育の改善に資するべく、中等理数科分野における技術協力を要請してき

た。要請書は1996年提出の本要請書、1997年提出の追加要請書の２つの要請書から成っている。

本要請書では、高等師範学校を実施機関とし、その資質・能力向上（Capacity building）をプ

ロジェクトの目標にしていたが、その後 1997 年に提出された追加要請書により、国立理数科教

育センターを設立し、その Capacity building を目標とする内容に変更されている。

　２つの要請書を併せて勘案した場合の要請の概要は以下のとおりである。

(1) 監督省庁：教育・青年・スポーツ省

(2) 実施機関：

　前述のとおり、本要請書では、高等師範学校を実施機関としていたが、追加要請書により、国

立理数科教育センターを設立し、同センターを実施機関とする内容に変更されている。

　要請書によると、国立理数科教育センターは、「高等師範学校の理数科教育機能を強化するた

めに、国立研究所、一般教育局、教員養成局及び高等師範学校の４者の協力の下に半独立機関で
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ある理数科センターを設立する」と想定されている。

(3)　マスタープランの大枠

1)　目標

　国立理数科教育センターの設立及びその Capacity building

2)　活動

ａ．各種養成コース・研修のカリキュラム及び教材の開発

ｂ．高校教員の養成コース

ｃ．高校教員の現職研修

ア）モデルスクール校の教員の研修

イ）一般校の教員の研修

ｄ．地方教員養成校の指導員の研修

ｅ．技術視学官の研修

ｆ．教授法及び教材開発のための研修の実施

ｇ．セミナー及びワークショップの開催

　　（カリキュラム開発、理科展覧会、等）

ｈ．理科ジャーナルの発行

(4)　日本側投入内容

1)　長期専門家（６人）

リーダー、業務調整、数学、物理、化学、生物

2)　短期専門家

カリキュラム開発、コンピューター教育、調達システム計画、移動式研修、等

3)　カウンターパートの日本における研修

各分野年３名程度

4)　機材

実験機材、理数科教材、理数科教科書、参考書、コンピューター、印刷機材、等
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第５章　教育分野の開発計画の現状とプロジェクトの位置づけ第５章　教育分野の開発計画の現状とプロジェクトの位置づけ第５章　教育分野の開発計画の現状とプロジェクトの位置づけ第５章　教育分野の開発計画の現状とプロジェクトの位置づけ第５章　教育分野の開発計画の現状とプロジェクトの位置づけ

５－１　教育開発計画の概要と発展目標

(1) 基本政策目標

　カンボディア政府は「社会・経済開発の鍵となるのは人的資源の開発である」との認識を

もっており、1997 年以降の５年間にわたり、教育予算を着実に増大させて、西暦 2000 年ま

でに国家予算に占める教育予算の比率を15％にすることを計画している。ちなみに、現在の

ところ、教育予算の３分の２は基礎教育経費に充てられている。

　教育・青年・スポーツ省の予測では、1997年からの５年間に毎年５～６％の学齢児童の増

加が見込まれ、西暦 2000年には 36万人が小学校に入学すると予測されている。こうした在

籍者の増大の結果として、現在でも既に起こっている有資格の教育行政官・教員、教室をは

じめとする施設、教材・教具などの不足という人的・物的資源の不足状況が更に深刻度を増

すことが考えられている。教室不足を物語る数字として、若干の州では、１教室当たり 100

人を越す児童・生徒が学んでいるケースもあるとされる。特に都市部では教室の不足から１

学級当たりの児童数が平均で 70.5 人にものぼる。

　ポル・ポト政権崩壊後の 1979 年以降、同政権によって引き起こされた徹底した教育破壊

からの立ち直りを図り、教育を再建するための種々の方策が講じられてきた。ポル・ポト政

権下の教育破壊を象徴する出来事として、無数の教員が粛清・虐殺されたが、これによって

生じた空白を埋めるために、「高い教育を受けた者は教育をそれほど受けていない者を教えな

ければならないし、それほど教育を受けていない者は全く教育を受けていない者を教えなけ

ればならない」という言葉で要約される教員補充政策がとられた。この結果、それまでに多

少でも教育を受けたことのある者が十分な訓練を受けることなく大量に教壇に立つことに

なった。また、その後も中学教員の不足を補うために小学校教員が中学に回され、高校教員

の不足を補うために中学教員が高校に回されるといった措置がとられたため、中等教員の質

の低さは大きな問題となっている。

　カンボディア憲法の規定では、「すべての国民が９年間の良質の基礎教育を受けること」を

保証されている。これに関連して、教育・青年・スポーツ省は 1996 年から 2000 年までの基

本的政策目標として、以下の４点を掲げている。

1)　９年制義務教育を完全普及させ、機能的識字のための機会を発展させる

2)　効果的な改革を通じて教育の質を近代化し改善する

3)　教育・訓練を労働市場及び社会と結びつける

4)　青年・スポーツに関する下位部門を復興し発展させる

　こうした政策目標のうち基礎教育部分は特に重要視されており、1996/97学年度に六・三・
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三制の新しい教育制度が導入されたのに次いで、カンボディアの教育システムを西暦2000年

までに国際的な水準に到達させるため、いくつかの具体的数値目標を教育・青年・スポーツ

省は提示している。それらは次のようなものである。

ａ．初等教育の純就学率を最低 90％に引き上げる。

ｂ．就学における男女格差を是正し、女児の前期中等教育就学率を 45％とする。

ｃ．国の教育予算にとって大きな負担となっている小学校における留年率を10％以下に

抑える。

ｄ．小学校における中退率を３％以下に抑える。

ｅ．小学校卒業率を 85％まで高める。

　これらの数値目標のうち、留年率や中退率の引き下げに触れられたのは、そうした問題が

極めて深刻であることの表れである。留年率は高く、とりわけ第１学年では 41.2％にのぼ

る。また1997/98年度のドロップアウト率は第１学年、第２学年、第３学年でそれぞれ11.9

％、15.25％、14.9％であり、これら中退者が非識字者となる恐れがある。高い留年率や中

退率が生まれる原因として、古いカリキュラムでは授業時数が１日４時限で年32～ 33週で

あったのに対して、現在は１時限 45 分の授業が１日６時限、年 38週と規定されているにも

かかわらず、実際には規定の授業時数が守られていない場合が多いことが指摘されている。

(2) 重点施策

　上記の諸目標を実現するための重点施策として、以下の諸点が考えられている。

1)　学齢児童・生徒が地域や民族にかかわりなく平等な機会が受けられるよう、現在小学校

の約 50％が第６学年まで開設できない状況を改め、すべての小学校を６年制とする。

2)　原級留置率や中退率を引き下げるために、教員の再訓練、授業時数の増加、適切な教科

書及び教員のための手引きの整備、現代的な教育手段の活用、視学チームの組織化、学習

成績評価方法の改善、地域住民の教育への積極参加などの措置を講じる。

3)　既存の校舎の修復と新校舎の建設で、各学校群（cluster）の中の中核校に少なくとも

中学校を付設する。

4)　後期中等教育、高等教育、職業・技術教育などを充実し、基礎教育修了後の教育機会を

拡充するとともに、青年がより上級段階の教育機関での学習機会を得られるようにする。

あわせて彼らの関心や資質に合わせて技術訓練が受けられるようにする。

5)　あらゆるレベルで教育行政の効率を高めるための手段を講じる。中央及び州レベルでの

現代的機器の導入を図り、基本文書の作成と活用を中央及び州レベルですすめるととも

に、人員の合理化と行政の地方分権化を実施する。

6)　機能的識字クラスなどを設置し、積極的な識字対策を講じるとともに、フォーマル及び
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ノンフォーマルな手段を通じて青年・スポーツ活動を復興させる。

５－２　教育開発計画のなかでの中等教員の資質・能力の向上

　ここに見られるように、カンボディアの教育開発計画の中では、現在から１、２年の間は基礎

教育、特に初等教育の完全実施が最重要課題と捉えられているといってよく、本プロジェクトの

ターゲットとなる中等教員の資質・能力の向上（Capacity building）は国全体としての教育開

発計画の射程には入っていないようにも思われる。しかし、カンボディアの場合、教育予算の

ほとんどすべてが人件費に向けられ、建物・施設の整備のための資本的支出や消費的支出のうち

の教育活動費・管理費等に相当する諸経費といった個別の事業経費は、もっぱら国際的な支援機

関・団体（ドナー）からの援助に依存している現実がある。したがって、ドナーからの経費投入

の有無がそのまま教育分野の開発計画における重点の設定を左右することになる。換言すれば、

現在の教育開発計画における初等教育ないし基礎教育への傾斜はドナーの経費投入状況の反映に

他ならず、逆に、我が国が後期中等あるいは高等教育関連の支援プロジェクトを実施する意図を

もつとすれば、カンボディアの教育開発計画の中で後期中等あるいは高等教育に比重のかかった

計画が策定されることになるという力学があることに注目しなければならない。

　加えて、初等教育の基本的普及の実現が見込まれる数年先には、教育開発目標の重点が初等レ

ベルから上方修正され、前期中等教育、さらに後期中等教育レベルへと移ってくることは想像に

難くない。その時点では、有資格かつ高い資質をもった中等教員の整備が大きな意味をもってく

るのであり、あらかじめその事態を見越して、必要な措置を講じることは極めて重要な戦略的意

義を有する。なかんずく、中等教員の中でも理数科教員陣を充実させることの意義は、次に取り

上げる当該分野に焦点をしぼったいくつかの調査報告書の中で近年繰り返し述べられてきてい

る。

(1) 『中等理数科教育調査報告書』（Science and Mathematics Education Secondary School

Survey、1996 年 4 月刊）

　教育・青年・スポーツ省内のプログラム運営管理局（ＰＭＭＵ：Programe Management and

Monitoring　Unit）によって作成された本報告書の中で指摘された中等理数科教育が抱える

問題点は、次のように要約することができる。

1)　教員の学歴の低さ（教科別に見た前期中等教育修了者の占める比率は、生物 41％、化学

36％、数学 42％、物理 38％）と訓練不足、教員養成カレッジ（ＴＴＣ）修了者の比率の

低さ（教科別に見たＴＴＣ修了者の占める比率は、生物 30％、化学 26％、数学 31％、物

理 28％）。さらに教員のうち王立プノンペン大学出身者及び高等師範学校（ＦＯＰ）卒業

者はほとんどプノンペン市内及びその周辺に集中していること。
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2)　教職経験の不足（教科別に見た 10 年以上の教職経験者の比率は、生物 26％、化学 16

％、数学 20％、物理 20％）。

3)　授業時間数の少なさ（理数科教員の週当たり平均授業時数は 13 時間で、８時間といっ

た省もある）。

4)　教科書不足（37％の学校に教科書がなく、33％の学校では２人以上の生徒が１冊の教科

書を共同使用）。

　こうした現実の問題点を踏まえて、本報告書では、教員養成教育、現職研修のいずれも強

化される必要があることが強調され、また、教材・施設及び備品整備の必要性が唱えられて

おり、とりあえず一部のモデル校での教育改善が提案された。

(2) 『理数科教育への投資に関するマスタープラン』（Investment Master Plan：Framework

on Science and Mathematics Education、1996 年 5 月刊）

 『中等理数科教育調査報告書』から時期的にわずかに遅れて公表された本マスタープラン

では、「十分な訓練を受けた科学者や技術者を絶えず供給することは、カンボディアが経済発

展をとげ、東南アジア地域ならびに国際社会での競争力をつける鍵となる。このためには理

数科教育のあらゆる面での充実が不可欠である」との認識が示された。そのうえで、上記の

報告書の基礎となった調査結果に立脚し、①理数科でのカリキュラム改善、関連設備・備品

の整備とならんで教員訓練が不可欠であること、②教育・青年・スポーツ省はモデルスクー

ル・アプローチの活用が適当と考えていること、③モデルスクール・アプローチを効果的な

ものにするためには国立理数科教育センターが不可欠であること、などを内容とする基本的

投資プランが明らかにされたのである。このなかで言及された国立理数科教育センターは、

教員の質向上のための指導的機関としてのみならず、新しい理数科教育の技法やリソースの

開発センターとして機能することが期待されている。

(3)　『カンボディア理数科教育の基本ライン研究』（Base Line Study：Science and

Mathematics Education、Cambodia、1998 年 10 月刊）

　上述した 1996 年４月の調査報告書の作業を継承する形で公表された本報告書では、以下

の３点が提案されている。

1)　理数科教育に関する総目標といったものは現在のところ存在しない。したがって、理数

科教育に関する総合的指針を策定する必要があり、理数科教育マスタープランの策定が必

要である。

2)　生徒中心の教授・学習の概念に関して一致した見解が存在しないので、教育・青年・ス

ポーツ省及び関係者の間で検討会を開催する必要がある。
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3)　ドナー側の認識とカンボディアの現実とのギャップがあり、そのことが重複や不足を生

んでいる。また、生徒側のニーズよりも教師のニーズに重点がおかれている。これを改め

るために、教育・青年・スポーツ省による実態把握と結果の公表、微視的・巨視的な観点

からの問題の検討、生徒中心的教育への全面的転換を行うべきである。

　以上見てきたように、本プロジェクトの支援対象である中等教員、とりわけ理数科教員の資

質・能力の向上は、関連必要経費の欠如が主たる理由と考えられるが、目下のところ必ずしもカ

ンボディア全体の教育開発計画の重点項目とはなっていない。しかしながら、上掲の各種報告書

のなかで、関連の実態調査及び問題点の把握が着実に積み上げられてきていると見ることができ

る。加えて、初等教育の普及に伴い、次には数年後に中等理数科教員の質的向上に対する需要が

今以上に顕在化すると予想されることから、そうした需要にむしろ先取り的に対応する措置を講

じておくことは重要な意味をもつと思われる。
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第６章　協力分野の現状と問題点第６章　協力分野の現状と問題点第６章　協力分野の現状と問題点第６章　協力分野の現状と問題点第６章　協力分野の現状と問題点

６－１　理数科教育分野の現状と問題点、協力にあたっての留意点

６－１－１　理科教育分野

　文化は、自然環境によって異なり、大別すると荒れ地に発展した放牧文化、肥沃な河川の流

域に発達した農耕文化がある。それぞれの国にはそれぞれの国の文化があり、それらは自然環

境にマッチして発展し、歴史的に変遷してきたものである。それぞれの文化は、持続的発展を

視野に入れて考えると、効率的・合理的視野とは異なる結果が導き出される可能性がある。

　熱帯降雨地帯のメコンデルタに発達したクメール文化は、日本文化と農耕・仏教・多神教な

どの共通性をもちながら温帯の日本文化とはかなり異なっている。熱帯地域に特有な混沌とし

た非合理性を内包しながら、全体性としてはこの地域での持続性をもっていると理解すること

ができる。理数科教育の科学的思考は、近代西洋科学を基礎としており、その明快な論理と効

率性は、荒れ地に発達した放牧文化から発展してきた考え方である。これはしばしば農耕文化

などの混沌とした全体性の在来文化を破壊する場合がある。これらの点に十分配慮し、カンボ

ディア人の判断を尊重しながら教育援助を進める必要がある。

　特に重要な点は、西洋科学の合理性・効率性が、しばしば在来文化の自然との調和を無理解

のまま破壊する可能性がある点である。熱帯降雨地帯の農耕文化は、自然の抗しがたい変化に

対応して、合理的には理解しがたい混沌とした部分をもっているが、それらは全体性・非合理

性・持続性によって理解すると、おぼろげながら意味合いが理解可能となる。日本においては、

西洋近代科学を導入して約 150 年の間に、その効率性や合理性に目を奪われ、全体性や持続性

の視点を欠いた結果として、日本で発展した文化のある部分を理解し得なくなった。それらの

結果として、宗教心の欠落、社会的ストレスの増大、環境問題、離婚の増大、学級崩壊などを

起こしていると見ることができる。

　カンボディアの高等教育機関における理科教育は、その施設は貧弱であり、実験などはほと

んど行われていない。高等師範学校（ＦＯＰ）における教官、中・高等学校の教師もこのよう

な教育の中で育っており、人材・施設等の現状から、実験などはほとんど行われない知識伝達

型の授業が中心である。また、中・高等学校における施設も脆弱で、多人数教育（１クラス 60

人程度、狭い教室、狭い机に寿司詰め状態）で行っており、更に施設数と生徒数の関係から時

間的に住み分けた午前・午後クラスに分かれている。　

　したがって、科学の本質である「自然界における法則性の発見とその因果関係の解明」には

ほど遠く、科学的合理性の伝達、科学的思考の教育は行われていない。これらの改善のために

は、科学的思考過程を育てることができる実験を取り入れた教育を行う必要がある。

　カンボディアの経済は、現状においても将来においても、基幹産業として農業が重要であ
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る。このような状況を踏まえて、農業従事者の教育を考えながら行う必要があろう。

　高等師範学校の卒業生が、地方の教員養成校教官や視学官になっている現状も考えると、農

業の科学的理解、生活科学の思考、病気・エイズ・寄生虫などの教育も重要な内容と考えられ

る。

　現状から考えると、今後の理科教員養成には以下の問題点を考慮する必要があろう。

(1) 高等師範学校の現状と問題点

1)　理科教育の基本である、科学的思考を教育することに重点を置く必要がある。

　科学とは、「自然の中の法則の発見とその因果関係の解明の過程である」。現在のカン

ボディアの教育は、教科書もなく、教師が自分のノートの知識を黒板に書いて学生に教

えている。すなわち、科学をした結果としての知識を伝達しているだけで、科学的思考

を教えているとは考えられない。

　科学的思考を養うためには、実験を行い、試行錯誤して法則性を発見し、なぜ法則が

成立するのか因果関係を解明する必要がある。すなわち、実験を行い結果を考察する授

業が不可欠である。しかしながら現状では、実験のための施設と設備、それを行う人材

の資質ともに十分とは言い難い。まずこれらの点について、設備を充実し、人材の資質

を向上する必要がある。

2)　高等師範学校における教官の質は低く、その背景も大学の学部での学習と高校での教

師経験程度である。師範学校の教官の質を高める必要がある。

  高等師範学校の教官の経歴から明らかなように、師範学校の卒業以後、特別な研究歴

や研修歴はもっていない。すなわち、高等師範学校の教官であっても、大学・高等師範

学校で学んだこと以外は、何もないのが現状である。カンボディアにおいては、教官に

なってからの研修制度はなく、自主研究グループも存在しない。なおかつ現状では、教

官の給料が十分でないため、時間外には副収入としての課外授業や副業に従事してい

る。すなわち、教官になってからの教育のための資質の向上はほとんどないという状態

である。高等師範学校の教官として、師範学校卒業者の優秀な者はすぐ、あるいは数年

の教育経験をもって教官に就任したとしても、教育される側とする側との差はあまりな

いのが現状である。なおかつ、「大学で習ったことが最高のものであるから、それ以上の

ものは教えようがない」（ある高等師範学校の教官の発言）ことから明らかなように、現

状では資質の向上については望めない状態にある。

　以上のことを考慮すると、まず最初に行わなければならないことは、高等師範学校の

教官の資質の向上の計画である。それには、大学卒業後あるいは師範学校卒業後の勉強

形態を改善し、より向上できる場と資材を提供する必要がある。
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　また、フランス援助機関の担当者によると、毎年 100 人程度の留学生を受け入れてい

るが、カンボディアの大学のレベルはかなり低いとの意見もある。

　このような人材養成には時間と多大な労力を必要とする。最初に中心になり得る有能

な人材を捜し出し養成を行い、次いで第２段目としてその人材を中心に高等師範学校の

教官の教育を行う必要があろう。学生への教育はこの第２段目から並行して行うのが、

教育方法の開発も含めて有効と考えられる。

　最初に行う中心的人材養成には、日本に招へいして、現在行われている実際の教育を

見る研修が重要である。あるいは第三国、フィリピンなどの研修も視野に入れるべきで

あろう。並行して、カンボディアにおいて、短期あるいは長期の専門家による養成が必

要になろう。

3)　高等師範学校の教育課程の検討と改善を必要とする。

　現行の授業予定では、各教科とも 104 時間の教授法と 156 時間の知識強化（教科内容

学）に分かれている。教授法にあっては、教授法、教授理論、教授計画、評価、中学ま

での概要などが含まれている。教科内容については、ある教官の発言を借りれば、大学

で学んだこと以外には知識をもち合わせていないので、大学で学習したことの復習にな

らざるを得ない状態にある。特に授業時間数も多いことから、これらについて十分な教

育内容を盛り、その内容を教え得る教官を養成する必要がある。

　この目的の達成のためには、第１段階として教育内容の検討とその改訂、第２段階と

して改定内容を教官へ教育、第３段階として教官自身の研究により授業内容を充実させ

る必要がある。

4)　高等師範学校の教官の背景からすると、大学までの教育で、ほとんど実験を経験して

いない可能性がある。

　高等師範学校の教官に対する再教育は、実験器具の扱い、実験手法などは初歩段階か

ら行わなければならない可能性が高い。社会的状況からすると、日本の中学校に設置さ

れている実験器具の多くすら、見たこともないものも多くある可能性がある。使用手

法、使用原理、実験の目的等から丹念に伝える必要があろう。教官が十分に習熟しない

と、学生への伝達は困難であり、誤って伝えられる可能性がある。誤って伝えられた場

合に、周囲に訂正できる経験者が存在しないため、無価値な情報がそのままに伝達され

る可能性が高い。

　初めての実験者は、誤って器具を壊す場合や薬品等が無駄になる可能性も高い。通常

よりも多くのランニングコストや時間等を準備する必要もあろう。　　

5)　実験室、上水道、電気等の設備もなく、新たに建物から建設しなければならない。

　社会資本が十分に整備されていない現状を考慮し、電気使用量、水道使用量等は極力
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抑えるように設計する必要があろう。また、停電や断水等に備えてソーラーパネル等を

利用した自前のエネルギーの最低限確保も考慮する必要があろう。

　実験室等の設置においては、常に高温多湿であるカンボディアの自然的環境を考慮す

る必要がある。風雨、高温、多湿、強い太陽光は、施設や機械・器具・薬品類の維持管

理に大きな影響を与える。実験室の構造、設置設備等は、高温や多湿に大きく影響する

ので、教室・実験室などの設計段階から注意する必要がある。上下水道、電気等諸設備

についても、同様な配慮が必要である。

　実験室等施設・設備については、カンボディアの実情を考慮し、引き渡し時に当国に

よって管理技術、資金等の面で維持管理のできる範囲を考慮して計画する必要がある。

イギリス、フランス等が行っている英語教育センター、フランス語教育センターなどの

維持管理手法を参考とすることが有効であろう。

6)　カンボディアの予算措置等の状況から、高価な先端的実験よりも、科学的思考を養成

するための、身近な材料を使った実験を中心に教育を進める必要がある。

　カンボディアにおいては、教員の給料さえも十分な状況ではない。高等師範学校、高

等学校、中学校の建物はあっても、実験室、水道、電気等の設備はほとんどない。この

ような状況にあっては、高等学校、中学校への展開の段階では、高価な先端的実験を行

うよりも、身近な材料を使った、現実的実験内容を開拓し、伝達する必要がある。これ

には、World Education (ＮＧＯ)が行っている、学校等の水田を利用した観察や調査

の実践から学ぶ方法が参考になろう。

　しかしながら、高等師範学校の教官の教育については、準備でき得る限り高い水準の

内容にする必要がある。少なくとも、国の最高教育機関の教官は、高い水準の教育を受

けておく必要があり、国力が回復した場合には、並行して教育のレベルを上げる必要が

ある。また、十分な教育により、教育現場への展開の応用も身につけることが可能にな

ろう。最高指導者である高等師範学校の教官は、科学的思考を十分にトレーニングする

必要がある。また、中学・高校の教員になった卒業生に対し、教育現場の相談に乗れる

ように十分な力を養う必要がある。同時に、理科の教育にあっては、その本質である科

学的思考の伝達が重要である。

7)　高等学校の現状から、赴任校で十分に活用できる内容を開発できる能力を養う必要が

ある。

　高等師範学校の教育内容として、高等学校に教師として就任した卒業生が、すぐに行

えるような内容についても、教育しておく必要があろう。そのためには、高等師範学校

の教官に対しては、高等学校で展開できる身近な問題を中心とした教育内容を開発でき

る能力も教育しておく必要がある。カンボディアは低地から山岳地帯までさまざまな環
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境があり、高等学校のある場所の自然は変化に富んでいる。それぞれの環境の変化に応

じて、教育内容を変化させる柔軟さを視野に入れた教育をしておく必要がある。

8)　高等師範学校には、図書もなく、参考資料が乏しい。したがって、理数科関係の資料

や図書を整備し、自学自習できる環境を整える必要がある。

　現在のところ高等師範学校には、専用の図書室等は見あたらない。授業で行える内容

には限界があり、日本においても多くの大学では図書等自習資料を揃えることによっ

て、学生の自学自習を助けている。またこのようなことが卒業後の発展を助ける役目も

担っている。さらに、卒業後も資料のあり場所やその内容等が分かっていることによっ

て、その後の発展が期待される。授業では伝達できない内容についても資料を揃えるこ

とができるから、科学の広がりについての理解・普及のためにも至急に図書等資料を整

える必要がある。

9)　高等師範学校の理科教員養成のためには、最低限実験室や図書室を新しく増築・整備

する必要がある。

　理科教育分野にあっては高等師範学校の教官の資質向上や学生の教育のためには、実

験室と図書室が不可欠であるにもかかわらず現在全く存在しない。実験室は、物理分

野・化学分野・生物分野でそれぞれ形態や機能が異なり、かつ扱う薬品等の相違から実

験装置の寿命が著しく短くなったりする。例えば、生物の顕微鏡は、化学反応の塩酸や

硫化物によって錆び、操作が困難になる。同様なことは物理の実験装置においても起こ

る。また、授業準備のための実験装置の組立、終了後の収納などに時間がかかり、実験

室を分離する必要がある。以上のことを考慮すると最低３実験室が必要であろう。将来

的には、教官の研究実験にこの実験室を利用する可能性もあり得る。

　図書室については、単に図書資料の収集閲覧だけではなく、授業資料の作成、卒業生

のレベルアップのための資料の作成、インターネットによる資料の収集など、多機能を

もった部屋が望まれる。

(2) 高等師範学校の卒業生が就職する高等学校の現状

1)　多くの高等学校は、１学級60人程度の人数で編成されており、実験室も存在しない。

　現在の状況からすれば、卒業生が高等学校の教師になった場合には、教師の演示実験

（知識の内容を理解させるために、生徒の目の前で行う実験）を中心に授業をすることを

考慮しなければならない。

　このような現状も考慮して、高等師範学校の教師養成の教育課程を検討する必要があ

ろう。

2)　多くの高等学校には、上水道、電気等の設備がない。したがって、これらの設備がな
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いなかで展開できる実験を考慮しなければならない。

　高等師範学校教官の養成には、高等学校等の置かれている現状を正しく認識し、最初

の段階では、施設や設備のないなかでもでき得る限りの科学教育を行えるよう計画しな

ければならない。かつ、経済状況の変化に伴って教育内容を高度化することのできる知

識や経験も伝達しておく必要がある。

６－１－２　数学教育分野

　カンボディアではまだ高等学校用教科書が作成されておらず、高等学校教員が市販の図書を

元にノートを作成し、教えているのが現状である。中学校教科書、市販の図書及び高校教員の

ノートを見た限りでは、教えられている数学は極めて抽象的で具体性に乏しく、公式暗記教育

で論理性に乏しい。

　以下、具体的な事柄を指摘しておく。

　中学校の教科書及び高等学校の実際の授業を見てまず気になったのが、集合の記号の乱用で

ある。数学を集合を基礎として教えることは一昔前の日本でも行われていたことであるが、教

育的に失敗であったことははっきりしている。やさしい内容をむやみに記号化して、教員や生

徒を無用に混乱させる必要はない。実際、調査団が見た高等学校教員は、集合の記号を使いな

がら、それを理解していない様子であった。

　また、三角関数を教える際、三角関数の表を全く使用していないようであった。平方根を教

える際も同じなのであろう。三角関数のとる数値を知らずに三角関数を学ぶなどナンセンスで

ある。また、三角関数は測量から生まれた概念であるが、そのことに由来する演習問題もな

かった。

　現在使用されている中学校用教科書は、生徒の理解を深めることに対する配慮が全くされて

いないように感じた。例えば、一意的に解の存在する連立一次方程式を教えた直後に、解の存

在しない連立一次方程式や解が一意的でない連立一次方程式を教えるのは、生徒を無用に混乱

させるように思われる。また、身の周りの問題に関連するような連立一次方程式の演習問題も

なかった。

　数学は身近な事象と密接に関連しているのものであり、公式や定理は論理的に導き出すもの

であることを認識させる教育への改善が望まれる。

６－２　教員養成訓練の現状と課題、協力にあたっての留意点

　カンボディアの教員養成訓練には問題が多い。教員養成（Pre-service Training）、現職教員

研修（In-service Training）ともに多くの課題を抱えている。教材や教育施設が不足している

カンボディアの学校で、少しでも教育の質を上げるためには、教員の役割が大変重要になってく
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る。しかしながら、現行の教員養成及び現職教員研修は、そのようなニーズに応えるものである

とは言い難い。ここでは後期中等教育（高校）を中心に、教員養成及び現職教員研修の現状と問

題点についてまとめる。

(1) 教員養成

　小学校教員養成課程は、全国に 18 校あるＰＴＴＣ（Provincial Teacher Training

College）で高校卒業者に対して行われる。中学校教員養成も、全国で６校あるＲＴＴＣ

（Regional Teacher Training College）で高校卒業者に対して行われる。高校教員につい

ては、大学卒業後、カンボディアに唯一の高校教員養成機関である高等師範学校（ＦＯＰ：

Faculty of Pedagogy）で１年間の教員養成課程を履修することになる。

　高等師範学校を修了した学生は高校教員やＲＴＴＣ、ＰＴＴＣ教官となることからも、高

等師範学校はカンボディアの教員教育の頂点に立つ機関であると見ることができる。しかし

ながら、現状の高等師範学校は、その役割の重要さに見合うだけのキャパシティをもち合わ

せているとは言い難い。また高等師範学校の現行プログラムは、その質に問題があり、大き

な改革が求められている。

　教員養成課程は、専攻科目ごとに課程を履修することになっており、文学、歴史、地理、

哲学・社会学、数学、物理、化学、生物、英語、フランス語、心理・教授法(Psycho-Pedagogy）

のなかから専攻科目を選ぶ。各教科ごとに一応カリキュラムが決まっており、教授法ととも

に教科内容学を学んでいる。しかし教科内容学については、大学と同様の講義を繰り返して

いるのが現状である。

　教員養成に携わる人材にも問題がある。高等師範学校教官の採用は教育・青年・スポーツ

省によって行われているが、必ずしも高等師範学校の意思を反映しているわけではない。教

員教育に優れた者が選ばれているとは言い難い。首都での勤務を希望する者が「不透明な状

況」のなかで送られてくる。教官の大部分が元高校教員であり、知識経験ともに学生とあま

り変わらない者もいるとの指摘もある。

　このような状況の下、大学卒業生を受け入れる教育機関でありながら、高等師範学校のス

テイタスは高くない。予算も少なく、多くの活動は援助機関の支援に頼っている。教官のな

かでも研究を行う者はほとんどいない。

　表－１は 1996 年から 1999 年までの高等師範学校での理数科目専攻の学生数を示してい

る。年度によって学生数が大きく変化しているが、これは必ずしも教員の需要に応えている

訳ではなく、職を求めてデモをした大学生を高等師範学校に受け入れたという経緯がある。

1996/97 年度には 1,200 人以上の学生が高等師範学校に入学している。
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　高校教育のカリキュラム及び教科書・教材が未整備であることは、教員養成を一層困難に

している。教育・青年・スポーツ省では1997年からカリキュラムの見直しを行っているが、

高校教育におけるカリキュラムや教科書はまだ整備されていない。表－２に示されるよう

に、高校教育のカリキュラムが整備されるのは、2002 年となっている。

　教育・青年・スポーツ省教員養成局の作成した Strategic Plan: Teaching Services

Development 1997-2002では、高校教員養成課程の質の向上のために、王立プノンペン大学

（ＲＵＰＰ）と高等師範学校に関する方針として以下のように述べられている。

1)　教員をめざす学生のためのＲＵＰＰ学位プログラムを改革し、幅広い知識を得ること

ができるようにすること。現行のＲＵＰＰでの大学教育は過度に専門的であり、教員を

志す者のための教育としてふさわしくない。大学でも「物理・化学・数学」などのよう

に関連のある科目を２～３科目まとめて専攻できるように話し合いをしていくべきであ

る。

2)　高等師範学校をＲＵＰＰに再統合し、教育セクターを担う人材をつくり出すための機

関とすること。他の高等教育機関からも一目置かれるような機関となることをめざす。

3)　教員養成学校（ＲＴＴＣ、ＰＴＴＣ）の教官の実力を高め、教員養成学校の課程の質

を改善する必要がある。高等師範学校の役割を広げて、教員養成学校の教官の教育も行

うことにする。そのためには、現行の教員養成課程を見直して新しいプログラムをつく

り出す必要がある。

　上記の活動に加えて、高等師範学校の資質・能力向上（Capacity  building）が重要で

ある。高等師範学校が、カンボディアの教員養成訓練を牽引するような機関となることをめ

表－１　高等師範学校理数科目専攻学生数

1996年 1997年 1998年 1999年

生物 101 115 104 23

化学 117 151 116 9

物理 93 45 58 31

数学 269 133 216 58

表－２　カリキュラム見直し

年度 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002

Grade １ Grade ２ Grade ３ Grade ４ Grade ５ Grade ６
見直しする学年 Grade ７ Grade ８ Grade ９ Grade 10 Grade 11 Grade 12
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ざすのならば、特にマネージメント能力の向上は急務である。

(2) 現職教員研修

　現職教員研修が組織的に実施されているのは小学校教育である。毎週木曜日は教員研究日

として休みになり、学校群ごとに現職教員研修が行われる。このような研修は援助機関の協

力によって可能となっているため、援助機関の支援のない地域や学校群では研修が行われて

いない。小学校の現職教員研修を行うトレーナーは高等師範学校で訓練を受けている。

　一方、高校教員のための現職教員研修の制度は整っておらず、教員養成と現職教員研修の

関係についても明確な定義がない。現職教員が新しい知識や教授法について学ぶ機会は皆無

に等しいといえる。

　教育・青年・スポーツ省は現職教員研修を実施するための予算をもっておらず、計画策定・

実施能力にも欠ける。

(3) 教員養成訓練に係る政策及び計画策定と実施

　カンボディアの教育の最大の問題は、明確な政策がないことである。教員養成訓練分野に

おいても、政策の欠如と計画策定・実施能力の不足が問題となっている。

　教育・青年・スポーツ省では、教員養成局を中心に、「Teacher Training Master Plan

（1996 年 12 月草稿提出）」と「Strategic Plan: Teaching Services Development 1997-

2002（1997 年５月草稿提出）」を作成しているが、両方とも草稿提出からかなりの時間が経

過しているにもかかわらず、いまだ最終稿となっていない。

　Strategic Plan: Teaching Services Development 1997-2002には、高等学校教員教育

に関する方針として以下のようなことが述べられている。

1)　現在の高校での生徒対教員の割合が低すぎるので、数値が30：１になるまで新しい教

員は採用しない。

2)　中長期的に就学者数の増加が予想される。教科ごとに教員の需要にそって採用する教

員数を算出し、教員採用は実力を最重要視して行う。

3)　小中学校教員として 1997 年以降に採用された者のうち大学卒業者を高校教員として

採用し、短期の再訓練を行う。

　しかし、これらの方針を実施に移せるかどうかは大いに疑問である。教育・青年・スポー

ツ省の計画策定能力や計画実施能力が問われるが、まだ Capacity building の必要性が高

く、多くの援助機関の資金協力や技術協力に依存している状態である。同省がオーナーシッ

プをもつ真の意味での教育開発が実施されるようになるまでには、かなりの時間がかかるの

ではないかと危惧される。
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第７章　実施機関第７章　実施機関第７章　実施機関第７章　実施機関第７章　実施機関

７－１　実施機関（高等師範学校）の概要

７－１－１　組織概要

　高等師範学校は、校長及び２人の副校長（現在は空きポスト）の下、以下の４つの部局から

成る。

(1) Administration Office

(2) Education Management Office：In-service Training を担当。

(3) Research Office

(4) Academic：Pre-service Training を担当。

　その他、同じ敷地内に、付属中等学校（中高６年制）と小学校がある。教員数は 165 人（小

学校を含む）で、中等学校の数学教員 13 人、物理教員９人、化学教員 12 人、生物教員 11 人

となっている。

７－１－２　事業概要及び将来計画

　高等師範学校は、1937年に小学校教員養成学校として創立された後、中学校教員養成学校、

小学校視学官養成学校、教育行政官養成学校などを経て、1994年には高校教員養成学校となっ

た。

　現在の高等師範学校は以下のような機能をもつ。

(1)　高校教員養成：1994 年から現在に至るまでに４回卒業生を出しており、卒業生の合計

は 3,000 人になる。

(2)　小学校視学官の教育：これまでに４回にわたり計 156 人の研修を行った。

(3)　中学校視学官の教育：これまでに 12 人の研修を行い、現在 26 人が研修中。

(4)　高校のフランス語教員養成

(5)　地方教員養成校（ＲＴＴＣ）英語教員養成

(6)　ワークショップ、 郡教育行政官の現職研修

　しかしながら、ここ数年の高等師範学校の活動の実績を見ると、年によって実施するコース

の種類、規模が異なり、計画的に事業が実施されているとは言い難く、また、将来計画につい

ても必ずしも明確ではない。核となる機能は今後も継続的に高等師範学校がもつことになると

考えられるが、教員養成のシステムが確立されていないため、高等師範学校にもたせる機能に

ついても明確に定まっておらず、今後必要に応じて他の機能が付加されていく可能性がある。

　1979 年から現在に至るまでに高等師範学校で教員養成課程や研修を受けた者の合計は１万

2,000 人にのぼる。
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　現在の教員養成課程の就学者数は 427 人で、高校教員養成課程は 305 人、中学校教員養成課

程（英語、フランス語）は 122 人である。数学専攻は 57 人、物理専攻は 31 人、化学専攻は９

人、生物専攻は 21 人となっている。

　高校教員養成課程は通常は 10月から７月までであるが、1999 年は遅れて３月に開講したの

で 10 月に終わることになる。７月に卒業した大学生は、高等師範学校への入学を待つ間、小

中学校教員となっていた。

　高等師範学校での高校教員養成課程を終了した後、試験がある。これに合格すれば高校教員

の資格が得られる。学生の90％は合格するが、たとえ落ちても、そのまま教員を続け、次の年

度に試験を受けることができる。

７－１－３　予算措置状況

　高等師範学校の予算は教育・青年・スポーツ省により措置されることになっており、同省に

予算措置の実績について情報提供を依頼したが、きちんとした予算書は作成されていない様子

で、確認することができなかった。

　教育・青年・スポーツ省の予算の大半が行政官、教員の給与に充てられていることにかんが

みると、高等師範学校の予算についても同様であることが推測される。高等師範学校校長から

の聞き取りから、恒常経費の一部については外部への授業時間外の教室の貸出による収入、学

生の駐車代等学校自身の収入により賄っているとの情報、また、活動についてもドナーのサ

ポートがつけば新たに実施するという状況から判断すると、恒常経費、活動経費についての予

算措置はほとんどないものと推測される。

７－１－４　人員配置状況

　高等師範学校の理数科教員は合計 26 人であり、内訳は以下のとおり。

(1) 数学：９

(2) 物理：４

(3) 化学：６

(4) 生物：７

　高等師範学校の教官の選定は高等師範学校ではなく教育・青年・スポーツ省が決定する。首

都での勤務を希望する地方の高校教員などが送られてくる。教官となった者のための特別な研

修などはなく、高等師範学校の教官と学生の実力の差はほとんどないと言っても過言ではな

い。このような状態を改善するために、海外での研修などが望まれる。英語の教官について

は、オーストラリア、カナダ、英国等の協力により４名が海外留学中である。

　その他、高等師範学校附属の中等学校（中高６年制）に数学教員 13 人、物理教員９人、化
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学教員 12 人、生物教員 11 人の理数科教員がいる。

７－１－５　施設、設備の整備状況

　高等師範学校は 23 の部屋をもち、このうち 10 部屋がプロジェクト事務所等に使われてい

る。残りの13部屋が教室となっている。実験室はない。 また、教室にはスライドやＯＨＰ等

の視聴覚機器はなく、黒板と白墨があるのみである。

７－１－６　高等師範学校における他ドナーの活動

　高等師範学校における他ドナーの活動は以下のとおりである。（活動内容の詳細については第

８章「他のドナーの当該分野における支援動向及び協力概要」を参照）

７－２　国立理数科教育センターに係る計画

　要請どおりカンボディア側が同センター設立の意思はもっていることは確認されたものの、セ

ンターの位置づけ、センターの設立に係る人員の配置計画、予算配置計画、活動内容等について

の具体的かつ明確な計画は全くない。また、現時点での教育・青年・スポーツ省及び実施機関と

なる高等師範学校の人員、予算等の観点から見た当事者能力は極めて低く、新しい組織をつくり

運営管理する能力は甚だ乏しいと判断されたことから、すぐにセンターを設立することとはせ

ず、今回の協力のなかで、同センターの設立計画を含めた理数科教員養成に係る計画を策定、ま

たそれを実施する準備をすすめていくことにつき合意した。

　センター設立については、同計画が組織のサステナビリティー等の観点から十分に実効性をも

つものかどうかを検討したうえで行う必要がある。

　また、カンボディア側の参加意識を高める目的から、センター設立に係る以下の項目を含んだ

計画案を 1999 年８月末までに作成し、ＪＩＣＡカンボディア事務所を通して日本側に提示する

ことを依頼した。

(1) 組織

(2) 人員配置（人数及び人材リソース）

(3) 予算措置（額及びリソース）

(4) 期待される機能及び活動、機能及び活動の観点から見た高等師範学校との関係

(5) センターの位置づけ

機関 協力内容

ＥＵ 初等教育を中心とした現職教員研修

ＤｆＩＤ 英語教育（教材開発、教員養成、現職教員研修）
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７－３　関係機関との関係

７－３－１　教育・青年・スポーツ省

　前述のとおり実施機関である高等師範学校の予算、人員の観点から見た当事者能力が必ず

しも高くないことから、今回の協力の実施にあたっては教育・青年・スポーツ省の教員養成局、

普通中等教育局、教育学研究局等の関係部局との十分な連携を図り、支援を得る必要がある。

また、カウンターパートについてこれらの部局の人員を含めることについて先方と合意してお

り、理数科教育に係る行政能力、政策の立案・実施能力の向上を図るために教育・青年・スポー

ツ省行政官のカウンターパート研修も必要である。

７－３－２　王立プノンペン大学

　高校教員養成については、王立プノンペン大学の卒業生が高等師範学校で１年間の教員養成

課程を履修することで教員免許を得ている。大きく分けると、王立プノンペン大学では学科教

育、高等師範学校では教授法等についての教育が行われている。

　このことから、高等師範学校での教育内容と王立プノンペン大学の学士過程の内容との一貫

性をもつことが重要となり、今回の協力の実施にあたっては同大学との連携を密接に図ってい

く必要がある。

　なお、今回の調査で明らかになった王立プノンペン大学の概要は以下のとおりである。

　現在 13 学科（Department）があり、その内訳は文系が心理学、哲学、社会学、歴史学、語

学・文学、地理学の６学科、理系が数学、化学、物理、生物、コンピューター科学の５学科、

外国語系が英語及び日本語の２学科である。

　これらの学科のうち社会学科はイタリアのＮＧＯの１つであるNew Humanityの援助で開設

されたものである。

　近年、外国語及びコンピューターについては夜間部が設けられ、年額 450 ドルの授業料を徴

収して、正規の学生以外の者を入学させて運営が行われており、予算の少ない大学のなかで重

要な収入源となっている。

　全学の学生数は 3,000 人余りであり、上述の夜間部学生 500 人余りを加えると、4,000 人近

い学生が在籍している。

　全学の教職員数は約450人であり、このうち教員は約200人である。教員のなかで博士学位

を有する者は 11 人、修士は 25 人である。

　現在までのところ学士課程のみで大学院は置かれていないが、1999年５月以降は教育学の分

野で２年制の大学院修士課程を開設することになっている。この大学院設置に関してはフィリ

ピンのアテネオ・デ・マニラ大学の支援を受けている。開設に際して、当初は高等師範学校へ

の設置が検討されたが、アテネオ大学側が高等師範学校にはそのための条件が整っていないと
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判断し、以前から心理学とともに教育学が講じられていた王立プノンペン大学に設けられるこ

とになった。当面は担当教員についてはアテネオ大学に全面依存することになり、正規の課程

受講前に学生は半年間の英語の集中訓練を受けることになるという。ちなみに、海外の大学に

よる協力としては、この他、イタリアのソレント大学による支援がある。

　大学の抱える最大の問題は経費不足である。国家からの予算措置は教官１人当たりの月給20

ドルを除いてほとんどない。大学は毎年教育・青年・スポーツ省に概算要求を行い、同省はこ

れに基づいて財務省に要求をし、財務省を通じて国会に提出された予算が最終的に採択される

ことになる。しかし、教育・青年・スポーツ省から王立プノンペン大学に対して年間の予算配

分額が示されることはなく、大学から個別項目について必要が生じるごとに改めて同省に請求

する仕組みになっている。予算妥決額の提示がないのは教育・青年・スポーツ省のみの特殊事

情のようであり、医科大学を管轄する保健省、農業大学を管轄する農業省などからは各大学に

対して年間予算の提示があるという。

　同大学では単位制に基づく新カリキュラムを２年前から実施しているが、各科目を担当する

教員を必ずしもすべて擁しておらず、他大学や学外からの非常勤講師も招いているとのことで

あるが、カリキュラムに見られる開設科目が実際にすべて講じられているかどうかは甚だ疑問

である。

　自然科学系に限った教員の学歴状況は、生物学では博士０、修士２～３人、物理学では博士

０、修士１～２人であり、化学では博士号取得者が２人というが、各分野とも大学院教育を受

けた者は極めて少数である。

　大学への入学は全国統一入試を通じて選抜が行われるが、競争率は受験生 10 人に対して合

格者１人という狭き門である。入試科目は数学、クメール語などを含むGeneral Culture、物

理ないし生物、化学、外国語の５科目である。受験生が志願表に記入できるのは１学科のみで

あり、第２志望などはなく、入試成績が当該学科の合格基準を満たしていない場合にはそのま

ま不合格となる。物理学は実験器具などが整っていないこともあって人気がない。

　卒業生の多くは官僚志望である。ただし、教育・青年・スポーツ省を希望する者は少ない。

理数系の卒業生に限れば、全体の19％が教員となるために高等師範学校での教育を受けること

になるが、無償のうえ、奨学金まで支給されているにもかかわらず特定職種などへの奉職義務

はなく、教員志望者を除いて多くの者は自ら職を探すことになっている。

　カリキュラムのなかで第３学年まで外国語の履修が義務づけられているように、各分野とも

外国語教育の比重が大きいが、これは外国語、特に英語の教材が多く、これを利用するには外

国語の能力が欠かせないからである。ただし、教材は外国語でも授業はクメール語で行われ、

試験もクメール語で答えることになっている。専門用語については翻訳も行われており、原語

を音訳する方法が採られることもある。教材をクメール語化する作業も一部で行われている。
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　大学での研究については、社会科学、人文科学分野では若干の研究活動も可能であるが、

実験器具・機材を必要とする理系の諸分野では研究の実施は不可能である。

　授業は、午前は朝７～ 11ないし 12時、午後は２～５時まで行われ、一部の授業は夜８時

まで行われる。授業の１単位時間は 50 分である。

　実験室については、化学実験室が 50数人を収容できる比較的大きなものから小人数用の

ものまで数部屋あるが、タイル張りの固定式実験台に水道のみがあり、ガスは引かれていな

い。物理実験室にはロシア文字の入ったものなど若干の簡易な器具があるが、埃をかぶった

ものもある状態であった。生物学実験室には動・植物の標本が若干置かれていたが、極めて

貧弱であった。
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第８章　他のドナーの当該分野における支援動向及び協力概要第８章　他のドナーの当該分野における支援動向及び協力概要第８章　他のドナーの当該分野における支援動向及び協力概要第８章　他のドナーの当該分野における支援動向及び協力概要第８章　他のドナーの当該分野における支援動向及び協力概要

８－１　各援助機関の協力活動

　カンボディアで教育分野の援助活動をしている援助機関やＮＧＯは多い。そのなかでも初等教

育分野での協力を行う機関・団体が多い。初等教育は農業や貧困対策、障害者のためのプロジェ

クト活動の一要素として含まれていることも多いので、教育にかかわる協力をする援助機関は多

岐にわたる。今回の調査では、中等教育・理数科教育・教員養成訓練等に関連のある援助機関や

団体を訪問し、その機関の協力活動を中心に調査を行った。表－３は援助機関の活動をまとめて

ある。

表－３　調査した援助機関の活動

協力分野 協力機関 協力額 協力期間

世銀 ＰＨＲＤ(Policy and Human Resouvce Development

Fund)による調査、タケオ州での初等教育学校群

パイロットプロジェクト

初等教育協力準備

教育の質の向上のためのモデル作り（ＬＩＬ）

計画局

州教育事務

所 $0.6m

$0.6m

$５m

1993-1995

1998-1999

1999-2004

ＡＤＢ 中等教育開発戦略を作成予定

教育援助情報システム（ＡｉｄＭＩＳ：Aid

Management Information System）

計画局

ＰＭＭＯ

1999-2000

ＵＮＤＰ 教育･青年･スポーツ省 Capacity Building 計画局

ＵＮＥＳＣＯ 教育･青年･スポーツ省 Capacity Building

教科書開発

計画局 $4.4m 1994-1998

ＥＵ 初等（中等）教育教員養成、現職教員研修、及び

初中等教育、職業準備教育（ＰＡＳＥＣ）

教員教育局

ＦＯＰ，

ＰＴＴＣ

初等教育局

州教育事務

所

$27m 1994-2001

ＤｆＩＤ ＦＯＰにおける英語教育（教材開発、教員養成、現

職教員研修）

ＣＡＭＳＥＴ Ⅰ

ＣＡＭＳＥＴ Ⅱ

教員教育局

ＦＯＰ,

ＲＴＴＣ $４m

$4.6m

1994-1997

1997-2000

ＡｕｓＡＩＤ 中等教育試験の見直し 中等教育局 1997-2002

World

Education

ＩＰＭ（Integrated Pest Management）

ＦＡＯ、ＵＮＩＣＥＦ、ＵＮＤＰ－ＣＡＲＥＲＥ

及び世銀の支援による

農林水産省

教員教育局

 1996-
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８－１－１　世界銀行（World Bank）

　世界銀行（世銀）が関心をもっているのは、カンボディアでは教育開発のための明確な政策

が存在しないという点である。また、外からの援助のほとんどが中央に集中していて、基層な

いし地方（州以下）への支援が乏しいという点である。

　重要なのは資金の使われ方であり、そこで、世銀としては、学校群(Cluster)レベルへの資

金援助（Grant）、特に教育の質の向上と実績評価（performance measurement）に力点をおく

政策をとってきた。世銀の協力の重点は初等教育レベルである。

　基本方針としては、1999 年からの５か年のプロジェクトとする予定であり、教育・青年・ス

ポーツ省計画局内にプロジェクト準備ユニット（ＰＰＵ：Project Preparation Unit）をつ

くって、１年間の準備を行っている。ＰＰＵ事務所のスタッフは、Director（Chief Technical

Advisor、Ou Eng 氏）、３人の専門家、Program Officer、Research Facilitator、会計担当

者であり、いずれもカンボディア人である。この他にＰＰＵの事務所自体の所属ではないが、

世銀のプロジェクトにかかわり、３か月程度の期間で働く７人の短期外国人コンサルタント

（この中にはパイロットプロジェクトの評価担当者で、まだ着任していない者を含む）がおり、

パイロットプロジェクト、学校群、effective school の管理運営などにかかわっている。

　教育・青年・スポーツ省の主張は、準備期間中に成果が上がれば、試験的（trial basis）

に、いくつかの学校群に資金を投入すべきだというものである。

　準備期間中の仕事としては、以下の事項の調査がある。

(1)　学校群自体の実績調査

(2)　初等教育レベルの必要経費の調査（親及びコミュニティの負担、及び土地・現物支給

による寄付を中心とする費用調査）

(3)　教員に対するインセンティブ（いかなるインセンティブを与えると効果が上がるかと

いう観点から）の調査

(4)　効果的な授業時間の調査（国としての授業時間は規定されても、現実に子どもがどれ

ほど授業を受けているか。空腹で授業など受けていられないといった場合も含めて実態調

査）

(5)　教育評価・情報システム（educational measurement and information system）の

調査（実際の就学率、第１～第６学年の修了率と消耗率の測定など）以上の調査を通じて、

援助資金活用の有効性を高めることが可能となる。

(6)　タケオ州で 10 の学校群を対象にパイロットプログラムを実施中

  これらに必要な経費はいずれも人材育成開発基金（ＰＨＲＤ） Grantから支出している。１

学校群当たり平均9,000ドルで、合計９万ドルの経費が投入されている。学校数は全部で65校

であり、経費の一部は直接個々の学校に投入され、一部は学校群としての活動に投入される。
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国の政策は週６日制だが、小学校については木曜日は教員の資質向上のための研修に充てら

れ、授業はない。この日を利用して、教員の訓練・研修が実施され、経費はそのために使われ

ている。

　教員の訓練・研修は学校群単位で実施されることが多く、その内容は新教科書への習熟、新

しい教授法、例えば児童中心的（child-centered）教授法の習得、図書・資料室の整備などで

ある。訓練・研修は第１木曜日に第１学年担当教員、第２木曜日には第２、第３学年担当教員、

第３木曜日には第４、５、６学年担当教員を学校群の中核学校（core school）に集めて実施

するというように、輪番で行われる。

　最も重要なことは、提案書の作成（何をめざすのか、それに必要な援助とは何か、活動をい

かにして評価するのかなどを含む）からプログラムの実施まで、部外者ではなく学校群自身が

主体となって訓練・研修が行われることである。これは全く新しい経験であり、多くの援助を

必要とする。この援助はタケオに拠点を置く Product Program Team によって行われる。各

学校群所在地であるDistrictに配置されるDistrict Animatorと呼ばれる指導的役割を果た

す者が提案書の作成やフォローアップなどを中心となって行う。

　タケオ州のパイロットプログラムにかかわっているのは、何年もタケオで働いている外国人

専門家の pilot program officer と同州出身でやはり何年も働いているカウンターパートの

assistant director、２つの district にそれぞれ１人の animator、さらに各 district そ

れぞれから出される２人の district trainer である。10 の学校群のそれぞれにも cluster

trainer と呼ばれる訓練指導員が配置される。もともとの構想では animator だけ配置するこ

とにしていた、新しい試みであり、彼らを援助する者が必要であることが分かったために、

district trainer や cluster trainer を置くことになった。cluster trainer となるのは

教職経験の豊富な教員である。

　プログラムは10月の新学期開始時に始めた。最初は誰も訓練を受けた者がいなかったので、

種々の準備に時間を要した。12月までに各学校群からの proposal が集まり、それから 1か月

をかけて州レベルの管理委員会の訓練を行うとともに、申請書の審査基準、得点のつけ方、申

請書の修正、funding の決定などを行った。

　プログラムが今後どのように進むかについては不確定な要素もあるが、１つのシナリオはプ

ログラムの実施範囲を2000年までに２つのdistrictのすべての学校群に拡大し、その次のス

テップとして全州に拡大し、５年間で全州は無理だが、３州に拡大するというものである。教

育・青年・スポーツ省はできるだけ早く実施範囲を広げて行きたいという希望をもっている

が、５年どころか 20 年はかかるのではないかと思われる。

　パイロットプログラムのサイトとしてタケオ州を選んだ理由については、事前に教育・青

年・スポーツ省と綿密な打ち合わせを行い、かなり難しい課題であるので、行政的に見て比較
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的先進的な州、基礎のしっかりした州を選ぶ必要があったとされている。また学校群がある程

度発展していることも必要であった。タケオ州の場合、国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）がこれ

まで同州で学校群の整備に力を入れてきたこともあって、基礎ができていた。また同州では

ニュージーランドのＮＧＯの１つである Voluntary Service Award（ＶＳＡ)も学校群に取り

組んできていた。これらが役立った。プノンペン市内ではなく、またあまり農村部でないとこ

ろで、しかしプノンペン市に比較的近いという点も考慮した条件であった。この点では３つの

州が選定の対象となった。Redd Barna が力を入れているコンポンチャム州、ＣＡＲＥが支援

しているカンダル州、そしてタケオ州であったが、最終的にタケオ州が選ばれた。

　ＰＰＵは教育・青年・スポーツ省の計画局（Planning Department）の一部である。世銀の

プロジェクトには technical advisory committee が置かれているが、同委員会の長は計画

局長が務めている。計画局の中の Planning & Aid Coordination Unit（ＰＡＣＵ：現在は単

に P l a n n i n g  O f f i c e と呼ばれ、計画局の一部）は戦略的な長期計画の策定を行い、一

方、ＰＭＭＵ（Project Management & Monitoring Unit。現在は Project Management &

Monitoring Office）は短期の計画に対する責任を負っていた。その後、ＰＡＣＵとＰＭＭＵ

との合併により機能の調整を行い、Duy Peng計画局長が統括している。両ユニットにはスタッ

フの継続性及び外からの援助の継続性がなく、例えば、ＡＤＢが支援していたときに

はＰＭＭＵには活気があったが、ＡＤＢの援助が途絶えると勢いがなくなった。

　公務員の給与が低いため、公務員のなかから外国のＮＧＯや企業に移る者が続出し、スタッ

フの継続性が保てなかった。公務員は給与補填の意味で各種プロジェクトに参加していた。

　プロジェクトの進行状況に関して、現在は実施準備のための各種セミナー、ワークショップ

を開催しており、proposalの点検を行っている段階である。1999年５月末までに教育・青年・

スポーツ省がプロジェクトの最終案を策定し、６月初めには世銀で検討を始め、できれば６月

末までに Memorandum of Understanding 署名にこぎ着け、10月からプロジェクトを始められ

るように考えている。

　ドナー間の調整に関連して、各ドナーはそれぞれに学校群（クラスター）を支援しており、

ＵＮＩＣＥＦクラスター、世銀クラスター、ＶＳＡクラスターなどドナー名で呼ばれているの

が現状である。このため、１つの考え方として世銀が示唆していることは、各ドナーが州に投

資を行い、世銀、ＰＡＳＥＣ、ＵＮＩＣＥＦなどいくつかのドナーからの資金を教育・青年・

スポーツ省や州政府が独自の判断でプロジェクトに使うというものであり、これなら複数のド

ナーの資金を１つのプロジェクトで使うことができる。しかし、その実現に関して、各ドナー

は原則賛成であるが、ドナーの側ではなくカンボディア側での選択や運営が中心となることか

ら、今のところドナー間の意見の一致は見ていない。

  世銀のプロジェクトが学校群システムに則ったものであるため、その Technical Advisory
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Committee のメンバーには、学校群にかかわりのある Redd Barna、ＵＮＩＣＥＦ、ＴＯＰＳ

（台湾のＮＧＯの１つである Taipei Overseas Peace Service）などが入っており、学校群

とは関係のないＰＡＳＥＣは現在のところ入っていないが、今後加わる可能性はあり、2000年

あたりはメンバーシップが変わったものになることもあり得る。

　教育統計にかかわる仕事も世銀が行っているかとの質問に対して、統計についてはＵＮＥＳ

ＣＯの援助で行われたものであり、ＵＮＥＳＣＯの開発したマニュアルに従って、学校群を中

心にデータが収集され、プノンペンに送られ、まとめられていることが分かった。在籍者数は

学期初めに統計が集められるため、最も人数の多い時期の数字になっていることや、児童・生

徒の年齢については信憑性に問題があるが、全体として信頼できると考えられるとのことで

あった。

８－１－２　アジア開発銀行（ＡＤＢ：Asia Development Bank）

　ＡＤＢの支援は中等教育を中心として、これから開始される予定である。この他に、教育協

力にかかわる情報システムの構築についても協力を行っている。

(1) 中等教育

　1999年５月にＴＡミッションが予定されており、６か月にわたる協力で中等教育全分野

にわたっての投資計画を作成することになっている。その目的は中等教育のサブセクター

ごとに開発目標（target）、必要投資金額を推定して、中等教育の開発戦略を作成するこ

とにある。この前提には、中等教育進学率が増加し、教育投資が必要になることがある。

早ければ 2000 年初めに報告書が出る予定である。

(2)　教育援助情報システム（ＡｉｄＭＩＳ：Aid Management Information System）

　この協力の目的は、教育・青年・スポーツ省の援助調整能力の強化であるとされている。

カンボディア国内の教育に関するほぼすべての情報（教育統計、スクールマッピング、協

力実施団体の実績など）をデータベース化した。３月にワークショップを行って、このシ

ステムの紹介を行い、このデータベースを１枚のＣＤに収めたものをワークショップに参

加した関係諸機関及び援助機関に配布している。それまでは資料収集は困難かつ時間のか

かる作業であったので、教育援助関係者のＡｉｄＭＩＳに対する評価は高い。

　このデータベースには、最新の教育統計（Education Statistics & Indicators 1997/

98）が収められている。また、全国のスクールマッピングに加えて、各小学校の児童数、

進級率と留年率、教職員数、校長名、教室や施設の数などのデータが取り出せるようになっ

ている。援助機関の協力についても、分野ごとに検索できるようになっており、プロジェ
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クト名、協力期間、支援額、報告書の有無、事業運営機関などがProject Summary Listing

として記載されている。

　非常に有用なデータベースであり、カンボディアで活動を行うすべての援助機関の活動

を網羅しており、日本からの専門家派遣についても記載されている。現在のところ、学校

情報に関しては小学校が中心となっているが、今後、中学校・高校についても同様の情報

がデータベースに含まれるようになることが望まれる。また、このデータベースが活用さ

れていくためには、情報の更新が継続的に行われることが重要である。

８－１－３　国際連合開発計画（ＵＮＤＰ）

　ＵＮＤＰの活動は、①農村社会経済開発（ＣＡＲＥＲＥ： Cambodian Area Rehabilitation

and Regeneration、地雷センターなど）、②マクロ経済運営・統治（経済・行政制度改革、税

制改革）、③社会セクター開発（教育、職業訓練、保健）、④環境・資源保護（森林保護、トン

レサップ湖開発・保全）などである。

　教育開発分野ではＵＮＥＳＣＯの教育情報管理システム（ＥＭＩＳ）を中心としたCapacity

Building（後述）がある。職業教育は貧困撲滅の手段として位置づけられており、国際労働機

関（ＩＬＯ）が実施機関となり、全国７か所に州職業訓練センター（Provincial Vocational

Training Center）を設置し活動を開始した。同分野にはＡＤＢ及びドイツ技術協力公社（Ｇ

ＴＺ）も資金協力及び技術協力を行っている。1993年のプロジェクト開始以来、約7,000人が

35 の職業分野での訓練を受け、70％が就職を果たしている。

　この他、社会セクターでは、保健セクター改革を開始し、ＤｆＩＤや世界保健機関（ＷＨＯ）

と協調融資を行っている。カンボディアはアジアの中でもＨＩＶ感染率の高い国であり、エイ

ズ対策としてのRoyal Government's National AIDS Office及びProvincial AIDS Committee

の支援を行っている。

　ＵＮＤＰは他の多くの国々で行っているのと同様に、人間開発報告のカンボディア版を作成

した。この Cambodia Human Development Report 1997 は社会セクターと貧困に焦点をあて

てまとめられている。教育についても、男女、都市と農村、収入の差などが成人識字率や就学

率に大きな影響をもたらすことが示されている。

８－１－４　国際連合教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）

　ＵＮＥＳＣＯの教育分野での協力は「教育と人的資源分野の Capacity building」と「教科

書開発支援」である。

(1) 教育と人的資源分野の Capacity building（Project ＣＭＢ /91/009)　



－ 42 －

　1995年からProject ＣＭＢ/91/009 （Capacity Building in Education and Human

Resources Sector Management）を実施中である。同プロジェクトは以下の３つのコン

ポーネントから成る。

1)　Senior Staff Training：教育行政官を対象にした計画・運営管理分野の現職研

修を実施している。1995 年には 28 人、1996 年には 50 人、1997 年には、800 人を対

象に１週間のコース、1998年には700人を対象に３週間のコースを実施した。研修の

ための７モジュール（Educational Planning, Financial Management, Office Work

Procedures, Staff Development, Performance Appraisal, Leadership and

Motivation, Communication Skills）を開発した。また 25 人の上級行政官が近隣

国で研修を受けた。この結果、カンボディア教育・青年・スポーツ省スタッフは、教

育の質の向上のために、「よい仕事をする(doing better jobs)」という考え方を中

心とした計画とマネジメントの基本概念を理解した。

2)　Education Management Information System（ＥＭＩＳ）：1995 年には 28 人の

スタッフによる教育情報調査を行った。次に教育統計と情報工学の研修を 13 人のス

タッフが受けた。このような準備を経て、ＵＮＩＣＥＦとともにＥＭＩＳセンターを

設立し、教育セクターの基礎データを収集するシステムを構築した。地方では、1998

年４月までに、16州・都市にコンピューターとＥＭＩＳデータベースシステムを整備

し、学校長、州及び郡教育局がデータ収集に協力した。1996/97 及び 97/98 の教育基

礎データと教育指標を作成済みである。ＥＭＩＳデータを基に、カンボディア教育予

測モデルを開発した。

3)　Educational Sector Planning Workshops：４つの州教育省行政官及び中央行政

官による、ＥＭＩＳのデータを基にした教育分野の問題分析、解決策検討のワーク

ショップを実施した。ワーキンググループでは、戦略的計画作りにＥＭＩＳを活用し

ている。加えて、州ごとの実情を調べ、州からのプロポーザルを確認した。さらに教

育セクターアウトライン計画を作成した。

(2) 教科書開発支援

　Science 及び Social Science の教科書開発の支援を実施している。既に Grade ９

（中学３年）までの教科書を開発し、1999 年から３年間かけて Grade 9 から 12（中学３

年～高校３年）の教科書を開発予定である。クメール語及び算数・数学の教科書について

は、ＵＮＩＣＥＦが開発を支援しており、英語はＤｆＩＤ、仏語はＤＧＣＩＤが支援してい

る。
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８－１－５　欧州連合（ＥＵ）

　ＰＡＳＥＣ（Programme d'Appui au Secteur de l'Education Primaire）はＥＵのプロ

ジェクトで、小学校教育を中心とした技術協力である。４人の長期専門家（チームリーダー及

び下記の各分野の専門家）により「現職教員研修（In-service Training）」「教員養成（Pre-

service Training）」「職業準備教育（Pre-vocational Education）」の３つの分野の活動が

行われている。

(1) 現職教員研修（In-service Training）

　1995 年４月から 1997 年６月までに、５グループ、805 人の小学校教員トレーナーを研

修した。研修人数の内訳は表－４のとおり。

表－ 4　教員トレーナーの研修実績

研修実施日 男性 女性 合計

1995 年４月～８月 122 56 178

1995 年９月～96 年１月 132 46 178

1996 年１月～４月 128 43 171

1996 年４月～８月 107 17 124

1997 年２月～６月 149 5 154

計 638 167 805

　小学校教員トレーナーの多くは現場の教員やＰＴＴＣ教官及び小学校校長であった。研

修の後、学校群ごとに現職教員研修を実施する人材である。各州ごとに決めた基準に沿っ

て人材の選考が行われた。

　研修は高等師範学校（ＦＯＰ）での訓練（４か月）とフィールドでの訓練（３か月）に

分かれている。ＦＯＰでの研修は「算数」と「クメール語」で、次のような内容から成る。

1)　教授法：カリキュラム、教科教育などの研修

2)　指導法：指導のための、観察・アドバイス・コミュニケーションなどの研修

3)　遠隔教育 (distance education)：教材を使って勉強を続けるための研修

4)　自習 (self-help)：自分で勉強を続けるための研修

　４か月の研修は、「ロールプレイ」や「問題解決（problem solving）」などの新しい方

法論を学ぶことを中心としている。研修の終わった教員トレーナーは、毎週１回、現職教

員研修を行っている。木曜日（小学校教員研究日として学校は休み）の午前中に、学校で

研修を行う。学校群全部の教員を集めて研修を行う時と、学校ごとの小規模なトレーニン

グがある。トレーナー１人当たり平均６～７校、70人の教員を対象に現職研修を行ってい
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る。

　ＰＡＳＥＣでは、州に研修のための予算を出している。ここから教員トレーナーに対し

て毎月 15 ～ 25 ドルと交通費の実費が支払われる。

(2) 教員養成（Pre-service Training）

　全国18か所にあるＰＴＴＣを協力対象として技術協力が行われている。これまでに370

人のＰＴＴＣの教員の研修を行った。ＰＴＴＣ教官は高校の教員として教育を受けた者が

多いので、小学校教育についての再研修が必要である。150 人の教官が研修を受けた。教

官は教科内容と教授法ともに研修が必要であったが、特に教授法についての知識は乏し

く、ゼロに等しかった。このため学生が教育実習をする際の指導がうまくできていなかっ

た。研修では教授法に特に力を注いだ。

　今後は、他の援助機関と協調して研修を行っていく予定である。例えば、どのように参

考文献を活用するかについて、ＵＮＩＣＥＦとＵＮＥＳＣＯと共同で研修を実施する予定

である。小学校教員養成カリキュラム改善についても他の援助機関と協調して実施してい

く。小学校教科書と教科内容、小学校カリキュラム、教育目標の間の整合性について見直

しを行い、そのうえで教員養成カリキュラムについて考えるという方法をとる。

　1995 ～ 96 年にかけて、教員養成の質の向上のために、教員養成現場の環境整備をめざ

した。まずＰＴＴＣの調査を行った。教官の給与は低く勤務環境もよくないが、教官の勤

務時間は少ない。さらにひどいことに、給与だけもらって他のことをしている「幽霊教官」

も多かった。このような不必要な教官を減らして１人当たり最低16時間は教えることにし

た。また70年代の社会主義の政策の下、無秩序に採用されていたＰＴＴＣの事務員も400

人を 100 人まで減らした。また、ＰＴＴＣの施設修復や机・椅子の補充なども行った。

　ＰＴＴＣの一番の問題はマネージメントである。マネージメントがよくないために、多

くの問題が出てきており、解決されないまま一層ひどくなっている。予算が少ないことも

問題であった。予算に関して透明性（transparency）を強調し、援助機関やＮＧＯに対し

てのプロポーザルを書けるように指導した。また活動のモニタリングもできるように、コ

ミッティを作ることなども研修に取り入れた。何よりも既存のカリキュラムを実施できる

ようにすることが先決である。

　ＰＴＴＣで教員養成が効率的に行われるための前提条件としてマネージメントが問題で

あるのと同様に、国家レベルでの教員養成に関してのポリシーが大切である。ＰＴＴＣ入

学者数は必ずしも教員の需要を反映していない。

　小学校教員の社会的な地位は低い。小学校よりは中学校、高校の方が「上等」な職だと

思われており、優秀な人材が集まらない。
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(3) 職業準備教育（Pre-vocational Education）

　小中学校の教育が、知識偏重で実生活に結びつかない内容となっている。小学校・中学

校９年間の教育に、実際的な教育内容をいれることにより「役に立つ教育」をめざす。そ

のためには、エリート的な教育ではなく実践的な教育が必要である。教育現場でのニーズ

を知るために、設備・教材の調査を行ったが、実践的な教育をするために十分であるとは

いえない。職業準備教育（Pre-vocational Education）の概念にも「曖昧さ」があり、

現場の教員の理解を得ることが大切である。

　実際の活動として、次のようなことを計画している。

1)　小学校低学年から、職業教育への興味を引き出す

2)　カンボディアの経済開発と技術に即した教育を行う

3)　教科書の開発を行う

4)　地元で手に入る材料を使った教育を行う

８－１－６　英国国際開発省（ＤｆＩＤ）

　ＣｆＢＴはＤｆＩＤの最近10年来の政策である途上国の開発援助を民営化する方針の下に、同局

の委託を受けて、途上国の教育分野の開発に従事してきた。民営化方針の背景には、ブリ

ティッシュ・カウンシルのような政府機関と民間団体を競争させることで、開発プロジェクト

の運営効率を高めようとする狙いがある。

　高等師範学校内の英語教育リソースセンターは、もとはＣＡＭＳＥＴプロジェクト開始に伴

い設置されたものである。そして、当初からプロジェクト終了時には改修した建物や諸機材は

カンボディア側に引き渡され、その後の運営はカンボディア側によって継続されるべきである

ことを繰り返し強調してきた。1996/97年にプロジェクト実施のために現在同センターとなっ

ている２階建て建物の改修には大金を投じたし、光熱水料費、職員の給与など諸経費も負担し

た。

　現在では、高等師範学校内の英語教育リソースセンターについては、常勤のボランティア１

人の給与を負担しているだけであり、職員給与、光熱水料費、コンピューターの維持費などセ

ンター運営に必要な諸経費については、カンボディア政府の負担及びセンターの種々の収益活

動からの利潤で賄っている。当初カンボディア政府に熱意や計画がなく、経費もなかったた

め、運営継続の重要性を強調したばかりでなく、収益活動によって運営維持の道を開いた。

　収益活動には２階建て建物の１階部分で行っている e-mail 使用の外部者への開放、種々の

印刷英語教材の販売、センター資料のコピー料金、会議室の賃貸料（１日 20 ドル）などがあ

る。年間 800 ～ 900 人がセンターを訪問し、利用している。会計状況については、事業が既に

ＣｆＢＴの手を離れているので不明であるが、各種収益活動からの利潤はセンター経営のための
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必要経費を満たし得るものであり、教育部には会計報告書があるはずである。

　センターの運営責任者であるカンボディア人は運営面の経験がなく、同時に英語教科書の執

筆を行わなければならないので、十分な時間もない。運営がきちんと行われているとは言い難

いが、口を出すと依存されたり、代わってやることになるために自制するほかないという。

　1992年にイギリス政府はカンボディア教育支援を考えたが、政府間協定がなく、自ら教育・

青年・スポーツ省に直接協力することはしないで、ＣｆＢＴに経費を供与し、同省の管轄外で

英語教育を実施することになった。

　1994年に 97年までの３年間のプロジェクトが約250万ポンドの経費で発足した。その内容

は英語教員養成リソースの開発、視学システムの確立、シラバスの作成であった。

　1997 年から 2000年８月までは、中等教育レベルの視学システムを強化するプロジェクトが

進行しており、視学局と連携して事業を実施している。これは中等教育に限られるが、英語の

みでなく全教科にわたるものである。カンボディア教育・青年・スポーツ省は現在、統一的な

視学システムの構築を計画しているが、容易ではない。問題の根本には初等・中等教員の不足

がある。大卒者は政府官僚になることを望むメンタリティがあり、中等学校に配置されるとな

るとストライキが起こるといった具合である。

　カンボディアでの教育開発プロジェクトには、こうした　①教育・青年・スポーツ省中等教

育視学局の強化の他、②州レベルの視学システム運営、③英語教員の養成・研修システムの構

築、④中等英語教科書・教師用参考書の作成・配布と評価システムの構築、⑤生徒の学習効果

測定のためのシステム（ＥＬＴ：evaluation system）の開発、⑥教育・青年・スポーツ省及

び他省庁の都合17省庁の幹部職員の英語能力向上プログラム（ＬＡＭＴＵ：The Language and

Management Training Unit）の運営、がある。ＣｆＢＴ派遣の専門家は、視学局、州レベル

の視学関係、教科書作成、教員養成、訓練管理システム（training management system）の

各分野に１人ずつ、計５人が働いている。これらの専門家のうち訓練管理システムの専門家は

教育・青年・スポーツ省の財務局と財務省とを結びつける役割も果たしている。

　この国ではプロジェクト参加者の日当（per diem）を準備しなければ何も動かない。しか

し、日当はできるだけ低く抑え、また教育・青年・スポーツ省自体が準備するようにもってい

くべきである。日当については統一した基準のようなものはない。しばしばＵＮＩＣＥＦとＵ

ＮＤＰの値に言及されるが、ＵＮＩＣＥＦはこれを高すぎるとして、引き下げようとしてい

る。ＣｆＢＴはＵＮＩＣＥＦの値を考慮して教育・青年・スポーツ省と独自の基準を取り決め

てきた。その際、給与補填（salary supplement）は決して行わず、特定の仕事に対する報酬

ないし手当の形で支払い、例えば教科書執筆の場合には、超過勤務手当として１時間当たり

9,300 リエルを、１日最大４時間分を越えない範囲で支払っている。プロジェクトが終わっ

て、当該の事業を継続しようと思えば、教育・青年・スポーツ省がこの手当部分を自ら準備し
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なければならなくなる。

　カンボディアほど多くのプロジェクトが進行している国は少ない。しかも、実質的にプロ

ジェクトを理解できるのは、最上級層の幹部のみで、中級以下の官吏は責任も決定権も、当該

事項に関して見識をもっていないというのが現実である。

　教育・青年・スポーツ省内の調整機能は全くといってよいほど働いていない。中等視学課で

も職業教育課でも学校関係の同じようなデータを頻繁に集めている。また計画局（Planning

Office）にはＥＭＩＳがあり、ＵＮＥＳＣＯやＵＮＤＰの援助を受けるＥＭＩＳもまた各種の

学校関連データを収集している。中等教育局も既得権の維持に汲々としており、他の部局との

重複など意に介しないふうである。さらに、計画局と組織上はその下位に位置づけられている

ＰＭＭＯ（以前のＰＭＭＵ。教育・青年・スポーツ省の中には従来、unit、office、institute

など種々の名称の部局があり複雑であったが、現在では office に統一されつつある）との間

には対立がある。その原因としては、歴史的要素、政治的要素、当該責任者の人格的要素が考

えられる。

　何らかの訓練プログラムを始めるに際しては、しっかりとした計画が重要である。しかし、

他に同様のプログラムが存在するかどうかを知ることは容易ではない。教育・青年・スポーツ

省関係者もそうした情報を積極的に教えてくれることはない。また、何か養成・研修のプログ

ラムを考える場合、新たに仕組みやシステムを構築するのではなく、既存のものを利用するこ

とを考えるべきである。例えば、毎週木曜日は教員の研修日になっており、現在のところ、ほ

とんど管理運営（administration）関係の事柄に時間が使われているが、この時間帯を実質

的な研修に利用することが可能である。現実の状況として、校長や幹部教員は度々研修のため

にプノンペン市に呼び出され、そのたびに当該校での授業が妨げられることが起こっている。

重要なことは教員ができるだけ長く学校にいるようにして、授業が抜けることがないようにす

ることである。視学官にしても、研修をやるために本来の業務である学校の指導・監督活動を

休ませるのではなく、研修を実施するのであれば、彼らが学校の視察に出かける時間を研修の

機会として捉えるべきである。中央の視学官になるような人は当該教科の指導では最善の人物

であることが多く、しばしば州レベルに出かけ、複数のプログラムにかかわりをもつことが

往々にしてある。大切なことは、同様の内容の複数の研修があれば、重複をさける調整を行う

ことである。

８－１－７　オーストラリア国際開発援助庁（ＡｕｓＡＩＤ)

　ＡｕｓＡＩＤからの資金で、オーストラリアの非営利団体ＡＣＥＲとＩＤＰが実施している中

等教育の試験の見直しプロジェクトである。協力期間は５年間（1998 ～ 2002 年）となってい

る。中等教育すべての教科の試験の見直しを行う予定である。他の援助機関との連携も行って
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おり、英語科についてはＤｆＩＤと協力して実施することになっており、定期的に会合をもって

いる。

　カンボディアでは中学３年と高校３年に全国試験が行われる。この試験はカンボディアの教

育の中心的存在であり、大変に重要なものとして認識されている。下記のような他の活動と協

力するために定期的に会合をもっている。

　(1)　王立プノンペン大学の調査研究に関して、調査研究方法のワークショップ等にも貢

献

　(2)　教科書作成、カリキュラム、シラバスの開発

　(3)　ＣＡＭＳＥＴ Ⅱのなかの現職教員研修、視学制度及び英語教育

　一般的に、全国統一試験を行うための前提は、次のようになっている。

　(1)　試験の内容は生徒が学んだことを反映している。

　(2)　生徒は試験に臨むまでにカリキュラムの大部分を学んでいる。

　しかし、カンボディアではこのような前提が成り立っていない。まだ高校教育のカリキュラ

ムが作られていない。カリキュラムが完成するまでに、早くてもあと２年間かかる。現在教え

られている教科内容は、その目標が明確ではなく、教授法も不適当である。このような傾向が

特に強いのが科学科目である。実験施設や器具は皆無に等しく、実験はほとんど行われていな

い。

　試験問題は「体験から得られた知識」ではなく「暗記された知識」をテストするものとなっ

ている。「実践」ではなく「理論」を、「応用」ではなく「機械的な計算力」をテストしている。

認知の高いレベルではなく、単なる理解しか試験していない。教育・青年・スポーツ省は最近、

選択肢問題を導入したが、これにより、試験の問題はますます「単なる知識をテストするも

の」としての傾向を強めている。

　Grade 12（高校３年）試験には 20％の平常点が含まれる。平常点は学校の期末試験の結果

をまとめたものにすぎないうえ、全科目の合計点にしている。学校ごとの格差も大きいが標準

化なども行われていない。改善すべき点が多い。

　Grade 12 試験は毎年７月頃に行われる。1999 年は７月 19、20 日に行われる予定である。

試験は500点満点で250点以上が合格となっている。不合格でも235点以上ならば追試を受け

ることができる。1999 年の追試は８月 30、31 日に行われることになっている。

　1998年の Grade 12試験では、受験者は2万 9,685人で、合格者9,603人、追試合格者5,117

人、合格者計 1 万 4,720 人であり、合格率は 49.59％であった。今年の受験者は 3 万 3,000 人

に増加することが見込まれている。

　1998 年の Grade ９（中学３年）試験では、受験者は 9 万 1,140 人、合格者 2 万 1,661 人、

追試合格者 9,575 人、合格者計 3 万 1,240 人であり、合格率は 34.28％であった。
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　受験料は Grade ９試験 1,000 リエル、Grade 12 試験 1,500 リエルであるが、試験にかか

るコストをカバーすることはできていない。中等教育開発予算のかなりの割合（推定では 25

％）が試験に費やされているという報告もある。

　Grade 12 試験に合格すると、大学受験資格が得られる。大学は学部ごとに入学試験をする

が、この時に Grade 12 試験の結果は考慮されない。大学進学希望者に比べて大学の定員は大

変に少ない。Grade 12試験の合格者1万4,720人に対して、すべての学部の合計でわずか1,800

である。

　Grade 12 試験に先だって２学期に模擬試験がある。これは中央で問題を作り学校ごとに実

施される。1999 年は６つの州でのみ実施される。

　1997年に小学校の卒業試験が廃止された。全国統一試験を廃止して学校ごとあるいは地方ご

との試験をする方向に向かっている。Grade ９試験も廃止しようという意見もあり、３年ほど

前から検討されている。

８－１－８　その他

(1) World Education（ＮＧＯ）

　World Education はＦＡＯの資金協力で、包括的な地域に根ざした稲作の害虫対策（Ｉ

ＰＭ： Integrated Pest Management）を行っている。協力対象は農林水産省であるが、

実際の活動において学校を活用しているので、教育・青年・スポーツ省もかかわっている。

　これは学校に水田を作り教育活動を行うことにより、地域の害虫対策を行うという新し

い試みである。小学校（５、６年生対象）、中学校（２、３年生対象）、教員養成学校など

で活動を始めた。

　小学校の活動では、稲の発育の観察を行う。毎週木曜日に活動が行われ、児童は稲の高

さを測ったり、稲についている虫を採集したりする。稲や虫を観察し、写生し、観察結果

をグループごとに発表し、討論を行う。Eco-system Analysis（ＥＳＡ）の図を描く。採

集した虫を分類し、飼育して、何を食べるのか、どのように繁殖するのかを観察し、どの

ようなものを食べるのか実験を行う。ある虫が害虫であると教えるのではなく生徒に観察

させて「発見」させる学習方法をとる。

　さらに、水田で、殺虫剤の使用（ＩＰＭの方法、従来の方法）、肥料（ＩＰＭの方法、従

来の方法、回数を分ける）の５つのやり方の試験を行った。

　活動に先がけて 16 週間の研修を行った。対象地域は、６州（Kandal, Takeo, Svay

Rieng, Pursat など）である。1996年には、中学校１校 35人の生徒を対象に水田を作っ

て活動をした。1997年には小学校２校で活動し、その学校で２日間の指導者のためのワー

クショップを行った。1998 年には６州 12 校（生徒 394 名、教師 26 名）に活動を広げ、
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州でのワークショップに加えて、中央でのワークショップも行った。1999年には、ＴＳＦ

（教員、州及び郡教育局職員研修）、ＳＦＳ（教員を研修する人材の 15 日間の研修）、教員

養成校での研修、コミュニティマネージメントの研修（世銀からの支援による）などを行っ

た。これに加えて野菜栽培も始めた。

８－２　援助機関調整・協調

　カンボディアの多くの援助機関の間では公式・非公式な情報交換が盛んに行われている。いく

つかの会合があり、最も代表的なものにＥＤＵＣＡＭがある。ＥＤＵＣＡＭはカンボディアの教

育にかかわっている政府職員、援助機関、ローカル及び国際ＮＧＯのスタッフが、定期的（毎月

第２金曜日）に集まる会合である。教育にかかわるさまざまな課題、プログラム、懸念される事

項などについて意見交換する場となっている。1999年２月の会合ではＣＧミーティングへの提言

について、World Education によるＩＰＭに関する報告、インドシナ開発会議の報告、中等教育

インスペクター研修、教員ストについて、３月の会合では「万人のための教育」評価計画につい

て、と幅広い議題が討議されている。

　ＥＤＵＣＡＭには教育・青年・スポーツ省の代表も参加することになっているが、欠席するこ

とも多い。このような会合や情報交換の場に対して同省の官僚たちがオーナーシップをもってか

かわっているとはいえないのが現状である。ＥＤＵＣＡＭは、多くの点でドナー側主導（donor-

driven）であり、原則として英語を媒介としている。情報交換や討議の場としては役立っている

が、何かを決定するという機能はない。最近、援助機関の出す日当の基準を決めようとしたが、

うまくいかなかった。

　この他に、フランス語での会合（ＥＵ、フランス等が参加）、教員教育に係る会合（ＤｆＩＤ、ＥＵ

等が参加）及び学校教育にかかわっているＵＮＩＣＥＦ, ＤｆＩＤ, ＥＵ, ＡｕｓＡＩＤ, 世銀など

の会合も計画されている。

　このＥＤＵＣＡＭでは、長老格である世銀の McNamara 氏が議長を務めることが多い。また、

オーストラリアの教育専門家である Dr. Coyne らの貢献も大きい。ＪＩＣＡ事務所からは、企

画調査員が参加している。このような機会を活用して、ＪＩＣＡの理数科分野での協力について

紹介し、意見交換を通じて理解を求めることは有効であると考えられる。

８－３　援助機関の協力と持続発展性

　教育・青年・スポーツ省においても、政府と援助機関との調整・協調の必要性を認識しており、

Education Sector Review 1999 にも次のような記述がある。

　「教育の質の向上及び初等教育における量の拡大は、さらなる調整を必要としている。緊迫した

財政の下、教育の質と量のジレンマにいかに対処していくか、カンボディア政府と援助機関が協
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力して戦略をたてるべきである。また、援助の効果を最大限に生かすためには、カンボディア政

府と援助機関との間に真のパートナーシップを築かなければならない。真のパートナーシップを

築くことができるか否かは、カンボディア政府が社会セクターにどれほどの予算を投資するの

か、その意思にかかっている。」

　しかし、依然として教育・青年・スポーツ省にあてられる予算は少なく、多くの活動は援助機

関の資金協力によってのみ可能な状態である。多くの活動は、援助機関の協力がある間は盛り上

がりを見せるが、協力が終わると徐々に活動が停止していくことも希ではない。例えば、教育・

青年・スポーツ省行政官の Capacity building はＵＮＤＰ / ＵＮＥＳＣＯの協力によって行わ

れてきたが、プロジェクトが佳境に入ったところで資金切れとなり、1999年で活動を終えること

になった。この後、他の援助機関が引き続き支援を行うことなしに活動を継続することは困難で

ある。

　資金協力終了後、訓練を受けた人材が引き続き活動を行うことは難しい。公務員の給与は低

く、援助機関ではしばしばカウンターパートの給与補填を行っている。しかし、援助が終われ

ば、有能な人材は、新たな給与補填を求めて他のプロジェクトに移ってしまう。

　このように、カンボディアの教育は持続性（sustainability）の面で問題が多い。援助機関

も、この問題を認識してはいるものの、解決策を見出せない状態である。これまでに多くの援助

が入り「援助慣れ」しているカンボディアと援助機関との真のパートナーシップの構築には時間

がかかることが予想される。
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第９章　プロジェクト協力の基本計画第９章　プロジェクト協力の基本計画第９章　プロジェクト協力の基本計画第９章　プロジェクト協力の基本計画第９章　プロジェクト協力の基本計画

９－１　プロジェクトの名称

　要請書の名称であったSecondary Teacher Training Project in Science and Mathematics

をSecondary School Teacher Training Project in Science and Mathematicsと改めること

で合意した。

９－２　協力の方針、期間及びサイト

(1) 協力の方針

　カンボディア側からの要請については、1996年提出の本要請書では、高等師範学校を実施

機関とし、その資質・能力向上（Capacity building）をプロジェクトの目標にしていたが、

その後 1997 年に提出された追加要請書により、国立理数科教育センターを設立し、その

Capacity building を目標とする内容に変更された。

　今回の調査を通して、要請どおりカンボディア側が同センター設立の意思をもっているこ

とは確認されたものの、センターの位置づけ、センターの設立に係る人員の配置計画、予算

配置計画、活動内容等についての具体的かつ明確な計画は全くないこと、また、現時点での

教育・青年・スポーツ省及び実施機関となる高等師範学校の人員、予算等の観点から見た当

事者能力は極めて低く、新しい組織をつくり運営管理する能力は甚だ乏しいと判断されたこ

とから、すぐにセンターを設立し、これに対する協力を行うことはしないことにつき先方の

了解を得て、９－３節で述べるマスタープランの大枠の協力につき、カンボディア側と合意

した。

　なお、本件プロジェクト終了後の継続的な協力実施の可能性については、プロジェクト終

了時にその必要性、妥当性を検討し、それらが認められた場合には継続協力の可能性がある

旨をカンボディア側に伝えた。

(2) 協力期間

　協力期間については、３年間とすることで合意した。

(3) プロジェクトサイト

　高等師範学校とすることで合意した。しかしながら、高等師範学校の施設規模は非常に限

られており、後述するとおり、プロジェクト活動を実施するためにプロジェクト基盤整備費

で小規模の施設を建設することが望まれる。同施設完成までの間については、現存施設の教

室１部屋をプロジェクトオフィスとして提供すること、及びプロジェクト活動に必要なス
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ペースについても必要に応じて準備することがカンボディア側により約束された。施設完成

までは、計画作り、カリキュラム、シラバス開発等の活動が中心となることが想定され、プ

ロジェクト基盤整備費により施設が完成した後に（おそらく２年目から）開発されたカリ

キュラム、シラバス等を使ったコースを実施することが想定される。

９－３　マスタープランの大枠

(1) プロジェクト目標

　高等師範学校の中等理数科教育に係る機能を拡充し、能力を向上させるとともに、中等理

数科教育にかかわる人材を広く養成する中心的な組織を新たに設立する構想も考慮に入れた

中等理数科教員養成・訓練の改善に係る計画を策定し、同計画を実行する準備が整備され

る。

(2) 成果

1)　中等理数科教員養成・訓練の改善に係る将来計画が策定され、同計画を実行する準備が

整備される。

2)　高等師範学校の中等理数科教育に係る各種養成・研修コースの質が向上する。

3)　理数科教育に係る啓蒙活動が活発化する。

(3) 活動

1)　中等理数科教員養成・訓練の改善に係る検討委員会を組織・運営する。（＊注 1)　

2)　1996年に実施された Science and Mathematics Education Secondary School Survey

の調査内容をアップデート、補足するための各種実態調査を実施する。

3)　理数科教員養成・訓練の問題点について検討する。

4)　理数科教員養成・訓練の改善に係る計画を策定し、同計画を実行する準備が整備され

る。

5)　プロジェクト活動のための各種作業部会（カリキュラム開発作業部会、等）を組織、運

営する。

6)　養成コースの現有カリキュラムの修正及び現職訓練コースのカリキュラムの開発を行

う。

7)　養成コースの現有シラバスの修正及び現職訓練コースのシラバスの開発を行う。

8)　教育教材及び教育要領を開発する。

9)　各種養成・研修コースを実施する。

10) 各種養成・研修コースの評価・モニタリングを行う。
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11) 現場の教員、生徒を対象にしたセミナー、ワークショップ、展覧会を開催する。

12) ニュースレター、ジャーナルを発行する。

（注 1)　同委員会は将来的にセンターを運営管理する人材を考慮に入れつつ、カンボ

ディアの理数科教育を担う人材を広く教育・青年・スポーツ省関係局、王立プノン

ペン大学、高等師範学校、地方教員養成校等から集めて構成することで合意した。

９－４　協力の範囲

　プロジェクトの対象とする養成・訓練コースは高等師範学校が現在有する中等理数科教育に係

る以下の３つのコースとすることで合意した。

(1) 高校教員の Pre-service Training （養成コース）

(2) 中学校・高校の視学官の In-service Training （現職研修コース）

(3) 地方教員養成校の教官の In-service Training （現職研修コース）

　なお、要請では、高等師範学校に新たに高校教員の In-service Training （現職研修）の

機能を付加し、これについてもプロジェクトの対象とすることが求められていた。しかしなが

ら、現時点では高校のカリキュラム・シラバス・教科書がまだ作成されておらず、今年から３年

間をかけて作成することが予定されている状況であり、現職研修は教科書が作成されてから実施

する方が効果的であるとの判断から、今回の協力の対象からははずすこととした。

　今回の協力の対象はこれら３つのコースに焦点を当てて高等師範学校の理数科教育に係る能力

を向上させ、これらが質的に充実した後に高等師範学校に高校教員の現職研修等の機能を付加

し、機能のさらなる拡充をめざすこととする。

９－５　カンボディア側の取るべき措置

　カンボディア側の取るべき措置として以下について合意した。

(1) コロンボプランのもと、カンボディアで働く第三国専門家に認められるものと同等の特

権、免除等を日本人専門家及びその家族にも認める。

(2) カウンターパート及び運営のための人材のサービス、日本人専門家及びプロジェクトの活

動に必要なオフィススペース、土地及び施設設備、日本からの供与機材以外に必要となる機

材等の供与を行う。

(3) 供与機材の設置、維持管理費及びカンボディア国内での運搬にかかる費用、カンボディア

国内で機材にかかる税、プロジェクト活動に必要なランニングコストの支出を行う。
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９－６　日本側の取るべき措置

　日本側の取るべき措置として以下について合意した。

(1) 専門家の派遣

1)　長期専門家

チーフアドバイザー（理科もしくは数学教育兼務）

業務調整員

理科もしくは数学教育の専門家

2)　短期専門家　　

必要に応じて。

(2)　必要な機材の供与

(3)　カウンターパートの本邦での研修

９－７　施設建設

　前述のとおりプロジェクト活動を実施するためにプロジェクト基盤整備費で小規模の施設を建

設することが望まれる。また、改修か新設かについては、改修の対象となる可能性のある建物を

視察したが、非常に古い木造の建物であった。プロジェクトでは実験室をもつ建物（水回りの整

備が必要）を想定しているため、改修による使用の可能性は低く、新設することが妥当と思料さ

れる。

９－８　プロジェクトの実施体制

　プロジェクトの実施体制については、以下のとおり合意した。

(1) プロジェクトの運営に係る最高意思決定組織として、日本・カンボディア双方の以下のメ

ンバーからなる合同運営委員会を組織する。

1)　カンボディア側

　教育・青年・スポーツ省関係局（教員養成局、普通中等教育局、教育学研究局、計画局

及び経理局）、カンボディア開発評議会、王立プノンペン大学及び高等師範学校の代表

2)　日本側

　日本人専門家チーム及びＪＩＣＡカンボディア事務所の代表

(2) 教育・青年・スポーツ省次官を合同調整委員会の議長とし、また、同次官はプロジェクト

ダイレクターとしてプロジェクトの運営・実施に係る総責任をもつ。

(3) 教育・青年・スポーツ省教員養成局長はプロジェクトマネージャーとしてプロジェクトの

運営管理に係る責任をもつ。
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(4) 高等師範学校の校長は副プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトマネージャーを支

援する。
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第第第第第 1 01 01 01 01 0 章　技術協力の妥当性章　技術協力の妥当性章　技術協力の妥当性章　技術協力の妥当性章　技術協力の妥当性

　カンボディア中等理数科教員養成・訓練計画の実現にあたり、今回の協力は、以下の理由から

妥当なものと認定できる。また本件協力は、カンボディア教育・青年・スポーツ省が提出してい

る中等理数科教員養成・訓練にかかわる要請の趣旨を実現するうえでも、実行性のある施策であ

ると評価できる。

(1) 理数科教育の重要性：カンボディアの基礎教育開発の要として

　カンボディア政府は 1996 年、最初の５か年計画である「第１次社会経済開発計画：1996-

2000」(First Socioeconomic Development Plann: 1996-2000) を公にした。このなかで

カンボディア政府は、教育分野の重点開発課題として「基礎教育の質の向上」、「基礎教育の

普遍化」、「教育計画・経営システムの改革」の３つを上げている。基礎教育としては、６＋

３の９年間の教育が予定されており、初等教育での留年や中途退学防止に加え、前期中等教

育での平等で普遍的な就学が、2000年までの教育政策課題として打ち出されている。カンボ

ディアの現状に照らして見ると、計画最終年度の 2000 年までにこれらの目標が達成される

可能性は薄いと思われるが、引き続いてこれらが教育開発の中心テーマとなっていくことは

疑いない。現在、カンボディア教育・青年・スポーツ省を中心に、中等教育普遍化に向けた

改革努力が、海外のドナーの支援の下に進められており、教科書開発及びカリキュラム開

発、教育行政制度の改革、教育経営及び学校運営の改革等の分野で、着実な進展が生み出さ

れている。これに加え同省は、教員の質の向上をめざして独自の「教員養成マスタープラ

ン」（1996 年）を策定し、教員需要の急増と質的向上に対処する努力を開始している。この

計画によると、現在（1996 年）2万 1,260 人いる中学教員は 2000 年までに新たに 1万 9,195

人を訓練し補充する必要があり、5,538 人いる高校教員は 1,750 人の補充が必要とされると

いう。また、教育行政官や視学官の養成・訓練も必要とされている。しかし現在、教員養成・

訓練は初等教育分野に集中し、上記の中等分野の計画は、海外ドナーの支援による外国語

（英語、フランス語）教師の訓練が進められている以外、遅々として進んでいないのが実情で

ある。このようなカンボディアの中等教育開発の現状のなかで、この度我が国が前期及び後

期中等教育分野での理数科教員養成・訓練計画に協力することは、同国の教育開発基本計画

の達成を支援すことにつながり、カンボディア及び海外ドナーから、高い評価と期待をもっ

て受けとめられることになろう。

　上記の５か年計画においては、カンボディアの社会経済の発展にとっての３大問題とし

て、貿易赤字、財政赤字、“人材赤字”が指摘され、この克服が開発計画の基本となることが

強調されている。このなかで人材の赤字とは、管理・技術・技能分野の人材の不足を意味し、
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これら人的資源の回復が緊急の課題であると述べられている。特に人的資源開発に関連する

開発戦略として、①ヒューマンスキルを向上させ市場経済化への適応を促進する、②輸出志

向の工業による雇用開発と中小工業及び観光業(tourism)の開発、③天然資源の持続可能な

利用と保全管理、④カンボディア経済の地域及び世界経済への再統合、が指摘されている。

これらの戦略的課題の達成は、中等及びそれ以降の教育制度の充実と、その下での実務的・

技術的・管理的人材の潤沢な供給を抜きにしては考えられない。このような人的資源の要請

に応えるためには、中等教育の充実、特に理数科分野の教育における質と量の改善がその出

発点となろう。すなわちカンボディアの開発戦略の遂行のためには、理数科の基礎知識と実

務的能力に支えられた中核開発人材の育成が、緊急課題となるものと考えられる。

(2) 基礎教育の一部としての中等教育

　周知のとおり、「万人のための教育」（ＥＦＡ:Education For All）世界会議の強い国際

世論の下に、国際援助機関と途上国の多くは、1990年代初頭から初等教育の拡充と質的向上

に努力を集中させてきた。また、1995年のＯＥＣＤ開発援助委員会（ＤＡＣ）の新開発戦略

は、貧困・保健医療・環境・初等教育分野の問題に焦点を当てた社会開発の理念をうたい上

げた。これらの結果として、国際機関の教育援助政策は、初等教育や識字及び社会的弱者の

教育に焦点が当てられ、この分野で大きな貢献を生み出した。しかし、初等教育の普遍化努

力と並行する形で、その次の段階である基礎教育の充実が求められるようになった。ちなみ

に基礎教育（初等教育６年と前期中等３年を含む９年教育）の普遍化は、現在ＡＳＥＡＮ諸

国の共通の教育開発テーマとなっている。ＡＳＥＡＮ諸国においては、産業分野の技術革新

や国際競争力の強化をめざす開発政策を推進するうえから、中等教育卒業を前提とした中級

産業人材の育成が、教育開発計画の中心テーマとして浮上してきている。タイ国の第７次教

育開発５か年計画（1992 年～ 1996 年）はその典型であり、この５か年計画においては、初

等教育から前期中等教育への進学率を事実上 100％に向上させ、９年間の基礎教育を普遍化

することが教育目標として明記された。

　カンボディアにおいても、第１次５か年計画の教育開発目標として、９年間の基礎教育の

普遍化がうたわれている。このような教育開発課題の設定は、同国がＡＳＥＡＮの一員とな

り経済・経営の国際化に対処するため、緊急に人的資源の高度化を図らねばならない現実を

考えれば、当然の結果といえよう。しかし前述のとおり、カンボディアの教育開発に対する

国際機関の支援は、ＥＦＡやＤＡＣ指針の影響もあってほとんど初等教育に集中しており、

中等分野の教育開発は停滞したままである。教育・青年・スポーツ省の試算によると、1997

年現在で前期中等教育の純就学率は 23％、後期中等教育ではわずかに 6.3％である。

　このような現状を改善し、５か年計画で目標とされた基礎教育の普遍化を促進するため、
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近年カンボディアでは小学６年生から中学１年（７年生）への進学を無試験とする政策変更

が実行された。これにより中学への進学者数が急増し、教室、教材、教師の不足が深刻化

することが懸念されている。このような情勢から明らかなとおり、カンボディアにおいて

は、段階的というより、今後一挙に９年間の基礎教育を達成することが教育開発の重要目標

となっている。このような情勢のなかで中等学校教員、特に理数科分野の教員の養成・訓練

は急務であるが、現在この重要課題に応えようとしているドナーは我が国だけである。前述

のとおり、初等教育に専念する国際援助機関の教育開発支援には、一貫した政策目標と財政

面・技術面での制約が存在している。そこで我が国がその隙間を埋め、中等理数科教員養成・

訓練計画を通じ、カンボディアの基礎教育普遍化政策の全体的推進を後押しすることは、極

めて大きな意義をもつことになる。

(3) 中等理数科分野での教員養成・訓練の充実の必要性

　カンボディアの国づくりにおける最大の問題は、あらゆる分野での基幹人材の供給不足で

ある。その原因は、1975 年から 1979 年の約５年間にわたるポル・ポト政権時代に生じた知

識人の大量虐殺に由来するものであるが、悲劇の対象とされた人々の大半が教師を中心とし

た知識人であったことを考えると、人的資源開発に対する技術協力は、カンボディアへの開

発協力の内でも特に急を要する分野であるといえる。ポル・ポト政権後の教育再建において

は、学校建設に合わせて大量の無資格教員の補充が行われた。その結果現職教員の多くが、

その後の教員再訓練の努力にもかかわらず、教員としての基本的能力を欠いた低資格者にと

どまっている。初等教育及び中等外国語（英語、フランス語）、国語（クメール語）において

は、国際教育援助の下に教員再訓練の努力が積み重ねられてきているが、中等の理数分野で

は教員養成・訓練の本格的努力はいまだに開始されていない。したがって、我が国がこの分

野で指導的役割を果たし、カンボディアのみならず国際ドナー・コミュニティーからの期待

に応えることは、国際開発協力の重要な貢献目標となろう。

　以上のような基本的教育政策課題に加え、カンボディアを取り巻く現状は、理数科人材

（教育者及び理数科能力保持者）の供給体制の確立を、緊急な要請案件として求めている。こ

のような要請の背後にある第一の問題は、間近（1999年４月下旬）に迫っているカンボディ

アのＡＳＥＡＮ加盟である。ＡＳＥＡＮ加盟を契機として、外交・貿易・運輸通信・経済・

技術等あらゆる分野で近隣諸国との対等の国際交流が本格化し、その任に当たる人材の養成

が急務となっている。前教育・青年・スポーツ省長官によると、そのような人材の資質の中

核は、語学力（英語）と理数科的能力であるという。このような能力を備えた人材の供給体

制を確立することは、今後の経済・経営におけるグローバル化の進展と、カンボディアのこ

の流れへの効果的な適応の必要性を考えるとき、より明らかなものとなろう。この点は本プ
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ロジェクトに対するカンボディアの要請書のなかにも明確にうたわれている。

　以上の点を勘案すると、カンボディアに対する理数科教員養成・訓練の支援は、長期的か

つ体系的なもの（人づくり、組織づくり、制度づくり、機材供与等を含む）であることが望

まれる。すなわち、性急に新たな理数科教育の手法を教育現場に持ち込むのではなく、まず

第一に理数科教育に関連する人材の育成及び教材の開発、また必要な組織・制度の整備を行

い、その下で理数科教育を実践する教師の養成・訓練を行っていく必要がある。このような

人づくり・制度づくりがカンボディア当局主導の下に行われ、理数科教育の体制が整備され

てはじめて、学校教育を通じた持続的な理数科人材の育成が可能となる。我が国のカンボ

ディア理数科教育に対する支援は、このような方針に基づいて進められる必要があろう。

(4) カンボディア側の財政及び組織的条件

　1998年度のカンボディアの教育分野の予算は、全予算額の７～８％にとどまり、当初予定

されていた15％の配分からは著しく乖離した結果となっている。このため学校建設、教員給

与の改善、教員再訓練等の事業の進展は遅く、かつ予算は初等教育に集中配分されており、

中等教育分野でカンボディアが自力で開発計画を達成するには多大な困難と時間を要するこ

とが推測される。前述のとおり、英語及びフランス語については、それぞれ英・仏の支援の

下に、中等教員の訓練が軌道に乗っている。これに加えて、我が国が中等理数科教員養成・

訓練で支援を開始することは、カンボディアの財政状況を考えるとき、強く期待される協力

活動として理解されよう。ただし、この財政基盤の脆弱さのゆえに、プロジェクト方式技術

協力においては、カンボディア側の技術吸収能力や付随経費負担能力に注意した取り組みが

求められることも事実である。

　一方、カンボディアの政治・行政制度の安定性に対する懸念であるが、1998年７月の国政

選挙の結果を受け、同年10月には人民党のフンセン首相を頂点とした新政権が設立された。

新政府においては、野党フンシンペック党との対立も緩和され、現在まで安定した行政機構

が維持されてきている。このような背景のなかで、カンボディア教育・青年・スポーツ省に

おいても 1998 年 11 月組織改革が断行され、ト・ラ教育大臣（フンシンペック党）の下にイ

ム・セティ長官（人民党）が協力体制を敷く、新組織が動き出している。今回の事前調査に

おいても、同省の全組織が党派を越えて執行体制を組む用意を示しており、本プロジェクト

に対する組織的な支持は、教育・青年・スポーツ大臣の関与も含め十分に与えられているも

のと考えられる。ただし、本プロジェクトの遂行には、組織的支持に加えて、教育・青年・

スポーツ省内部から有能な実務専門家（カウンターパート）の参画が必要とされることか

ら、その選抜と組織化には十分な注意が必要である。また彼らを育成し、将来、理数科教育

を全国的に推進する組織づくりの基幹人材とすることが考えられるため、この点について同
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省側の認識を深める努力も必要とされる。
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第第第第第 1 11 11 11 11 1 章　協力実施にあたっての留意事項章　協力実施にあたっての留意事項章　協力実施にあたっての留意事項章　協力実施にあたっての留意事項章　協力実施にあたっての留意事項

　カンボディアでの協力にあたって、下記のような事項に留意する必要がある。

(1) ローカルコスト

　教育・青年・スポーツ省の予算の絶対的不足に加えて、予算が効率的に使われているとは

言い難いという問題がある。プロジェクト運営費用に関しても先方政府の負担を期待するこ

とは難しい。ＤｆＩＤ等の他の援助機関は、プロジェクトのなかに収益事業を組み込んで、運営

費用の一部を出せるようにするなどの工夫をしている。

　これについて、カンボディア側にできる限りの努力を促すとともに、日本側としてもカン

ボディア側の負担能力の低さをカバーする工夫を検討する必要がある。

(2) カウンターパートのインセンティブ

　カンボディアでは、プロジェクト実施に際してカウンターパートの給与補填をすることが

頻繁に行われている。公務員の給与が非常に低いので、プロジェクト活動に専念してもらう

ために、やむなく行われているというのが実情である。日本のプロジェクトでは給与補填は

できない。「新しい技術を学ぶ」といった職業的なインセンティブに加えて経済的インセン

ティブを提供するべきであるかどうかについて、あらかじめ考えておく必要があるかもしれ

ない。

(3) 教育・青年・スポーツ省のオーナーシップ

　教育開発に関する活動の多くは援助機関主導となっている。このような外部への依存体

質、希薄なオーナーシップは、教育・青年・スポーツ省職員が教育開発に関して援助機関を

あてにするという体質を生みだし、持続発展性の欠如に結びついている。プロジェクト形成

から運営に至るプロセスに、できるだけ同省の関係者を引き込み「自分たちのプロジェクト

である」という意識をつちかう必要がある。理数科教育センター構想についても、教育・青

年・スポーツ省側のオーナーシップを強化する形でかかわることが大切である。

(4) 他の援助機関との関係

　教育分野での協力を行っている援助機関はＥＤＵＣＡＭのような情報交換・意見交換のた

めの会合を続けている。このような場で日本の協力について情報を提供し、意見交換を行う

ことが大切である。プロジェクトへの理解と関心を高めてもらうためにも、このような会合

に積極的に参加貢献し、日本のプレゼンスを高めていくことが必要である。1998 年 10 月に
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出された理数科教育基本ライン研究では、教育・青年・スポーツ省と理数科教育にかかわる

諸機関（援助機関を含む）が会議を行うことが提案されている。このような会議を通じて日

本がカンボディアの理数科教育協力でのリーディングドナーとしての役割を果たすようにな

ることが望まれる。

(5) 教育・青年・スポーツ省の人間関係

　カンボディアでは多くの公務員が政党に属している。教育・青年・スポーツ省職員も与党

派と野党派に分かれており、両者の間には微妙な緊張関係がある。過敏になる必要はないも

のの、協力を進めるうえで留意する必要がある。

(6) 国内支援体制

　長期・短期専門家の選定と支援、研修受入れ等を効率よく進め、日本からカンボディアで

の活動を支え活動の持続性を保つためにも、強力な支援体制が必要となる。複数の大学・研

究所等の協力機関によるコンソーシアムなどが考えられる。
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第第第第第 1 21 21 21 21 2 章　今後の取り組み方章　今後の取り組み方章　今後の取り組み方章　今後の取り組み方章　今後の取り組み方

(1) カンボディア側が 1999 年８月末までに取るべき措置

　今回の調査で、プロジェクト開始に先立ってカンボディア側が取るべき措置として、以下

の計画案を準備し、1999年８月末までにＪＩＣＡカンボディア事務所を通して日本側に示す

ことにつき、カンボディア側の了解を得た。

1)　プロジェクト活動に係る３年間の詳細計画

2)　専門家及びプロジェクト活動に必要なオフィス、施設、土地に係る計画

3)　以下の項目を含む理数科センター設立に係る可能な限り具体的な計画

a. 組織

b. 人員配置（人数及び人材リソース）

c. 予算措置（額及びリソース）

d. 期待される機能及び活動、機能及び活動の観点から見た高等師範学校との関係

e. センターの位置づけ

(2)　短期調査の実施

　これらの計画を踏まえ、更に詳細についてカンボディア側と協議を行うために、実施協議

調査団を派遣する前に短期調査を実施することが望まれる。また、同調査時に設計の専門家

を派遣し、プロジェクト基盤整備費で建設を想定している建物の設計を行うことも想定され

る。

(3)　国内支援体制の確立

　長期・短期専門家の選定と支援、研修受入れ等を効率よく進め、日本からカンボディアで

の活動を支える活動の持続性を保つためにも、強力な支援体制が必要であり、早急に国内支

援体制を整える必要がある。同支援体制の確立にあたっては、複数の大学・研究所等の協力

機関による幅広い支援体制の確立が望まれる。



付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１． ミニッツ

２． 参考資料

 (1) カンボディア教育統計 1997/1998

*“Education Statistics & Indicators 1997/1998, 　

　　　　May 1998, EMIS Center, MoEYS”からの抜粋

 (2)　高等師範学校　理数科カリキュラム

 (3)　カンボディアの教育体制と教員養成体制
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